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午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時００００００００分開分開分開分開議議議議    

 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君））））    皆さん、おはようございます。 

ご参集、ご苦労さんでございます。 

ただいまの出席議員は、２５名であります。 

定足数に達しておりますので、これより９月定例会を再開して本日の会議を開きます。 

日程に入るに先立って、ご報告いたします。 

本定例会における理事者出席要求につきましては、お手元配布の文書のとおり要求し

ておきましたので、ご覧おき願います。 

以上で、報告を終わります。 

 

日程第日程第日程第日程第１１１１    一般質問一般質問一般質問一般質問    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） これより日程に入ります。 

まず、日程第１「一般質問」を行います。 

通告により順次発言を許します。 

まず、２番、大一三議員の発言を許します。 

大議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三一三一三一三君君君君）））） 議席番号２番、日本共産党・住民協働市会議員団の大

でございます。議長の許可を得ましたので、通告に基づきまして質問をさしていただき

たいと思います。この間、進められてまいりました農産物や林産物、エネルギー資源の

大量輸入によりまして、日本の農山村は荒廃をし、限界集落と呼ばれる消滅の危機にあ

る集落が多数生まれてきております。穀物の自給率も、そして、また石油、石炭のエネ

ルギーもその自給率、日本は、先進国中、最低となっている状況であります。戦後最大

と言われるこの経済危機の中で、日本の地域は大都市も農村も疲弊状態に陥っていると

いう状況であります。構造改革の帰結でもございます。今回のこの総選挙、こんな政治

を変えて自公政治に変わる新しい政治へ、大きな前向きの一歩を踏み出す結果を作り出

したのでないかと思います。今、大きな変革期にあると言えると思います。短期的な経

済的利益を求めました経済のグローバル化と、豊かなものがより豊かになっていくこと

を目指し、格差と貧困を広げた構造改革政策ではなくて、国民が主人公と言える日本と

地域経済を作り上げていく新しい施策が何よりも必要になってきていると考えます。子
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どもや孫の世代にも安心して引き継がれる日本や地域社会をつくる、今、大切な時代に

なってきているようにも考えます。そこで南丹市の将来のまちづくりの方向性を示しま

す南丹市総合振興計画、これによりますと、ふるさとに誇りと希望を持ち、安心して暮

らせるぬくもりのある町、農村にもう一度人が住み、若者が永住できる環境づくりのま

ちづくりを南丹市の将来像として掲げ、市民と行政が力を合わせて進めていこうと基本

計画が作成されております。ところが振興計画の根幹でございます人口の数値が、予測

よりもはるかに早く人口減少傾向をきたしている状況が見受けられます。平成１３年で

３万７，７２５人でありましたけれども、合併した年、平成１８年で３万６，３０２人

と、５年間で１，４２３人が減少となっております。現在、南丹市の人口３万４，９１

１人となっております。ですから、この後、合併後３年間で１，３９１人の減少という

状況であります。今まで５年間で減少してきた人口が３年間で減少したことになります。

南丹市合併後、率で４％の減少となっております。この振興計画の基本構想によります

と、１０年後、平成２９年度を目標年次としているわけでありますけども、その２９年

度の定住人口フレームによりますと３万４，０００人としております。その計画見込み

とかけ離れた人口減少が、今、進んでいるのではないかと考えられます。また、合併時、

複数集落とされておりました限界集落は１６集落に及んでいると聞き及んでおります。

予想以上のスピードで南丹市の人口減少と少子高齢化が全市的に進んできていると言え

るのではないでしょうか。 

そこで伺うものであります。周辺部では高齢化が特に進行している状況であります。

山間地域のコミュニティと住民生活維持の施策、どう考えているのかお伺いをいたしま

す。 

また、市の特に周辺部の人口対策をどう考えておられるのか、伺っておきたいと思い

ます。 

ふるさと定住化、若者定住化策と、そして、また、地域の主産業であります農林業の

振興をどう図っていくか、この機会に伺っておきたいと思います。 

次に、上水道に関する質問であります。 

水道は生活、市民生活に、また開発にはなくてはならないものであります。新規の給

水が増えることは、水道経営の安定化を図ることにもなってまいります。給水区域なら

ば分け隔てなく新規給水申し込みを受け付け、安定的に上質な水道水を供給することは、

上水道事業を営む自治体の大きな責務であると考えます。市はどのような視点に立って

新規に給水申し込み等の対応をしていく考えかお伺いをいたします。 

また、マンションなど受水槽、高置水槽を設けて、上水道から飲料水の供給を受ける

貯水槽の設置状況は、そして、また簡易専用水道の管理状況はいかがなものか、お伺い

をいたします。 

合併後、簡易水道と上水道の統合が進められてまいりました。水道が広域化されてま

いりました。水の安定供給を今後どのように図っていく考えか、伺っておきたいと思い
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ます。 

次に、国保税について伺います。 

昨年度の料率改定によって、一世帯当たり３万１，６５６円に国保税が引き上がりま

した。率にして２４．２４％の大幅な引き上げとなったところであります。短期保険証

の交付件数の増加に見られるように、納付率が低下をきたしている状況があります。南

丹市の国保加入世帯５，２９２世帯のうちに、２７．１％、昨年度６月時点では、２

２％でございましたけれども、約１，４３７世帯が国保税の滞納世帯といった状況であ

ります。この状況をどのようにとらまえられているのか、市長の所見を伺います。 

また、払える国保税にするためにも、一世帯当たり１万円の引き下げが求められてい

る状況だと考えますけれども、市として１万円引き下げの努力が必要と考えます。市長

の所見を伺います。 

次に、収納率の向上を図るために短期保険証の交付、そして、また資格証明書の発行

など制裁措置が設けられております。南丹市は資格証明書の交付は、抑えられておりま

すけれども、短期保険証の交付世帯は、今年６月２４日時点で３６６世帯と言われてお

ります。受診治療が必要な方に治療を遅らせ、状態の悪化を来たすことにつながるので

はないかと懸念がされます。短期交付書の交付、そして、また、資格証明書の発行など

制裁措置をやめる考えはないかお伺っておきたいと思います。 

また、独自減免措置の充実について法定減免措置が、今、とられておりますけれども、

市独自の減免措置を講じていく考えはないかお伺いをいたします。 

今まで国保南丹病院におきましては、３人の産婦人科医で対応をされてまいりました。

ところが、このうち一人が出産休暇で、今現在、２人で常時待機の状態だと聞いており

ます。個人産婦人科医院もなくなり、里帰りの出産も控える状況と、聞き及んでおりま

す。安心して出産、育児、子育てができる地域ぐるみの対応が望まれておると考えます

が、現状と南丹地域での産婦人科医師不足の対策、どう講じていかれる考えか、市長の

所見を伺っておきたいと考えます。 

次に、るり渓通天湖をめぐります観光・防災について伺います。 

るり渓の水質改善対策、そして、また、ダムの管理については、この３月議会にも、

６月議会にも同僚議員から質問がありました。関連しての質問になるわけでございます

けれども、今時点においても湖面は、ダムは満水状態でありまして、湖面の湖水の色は

黒味を増してきている状況であります。通天湖の水を抜くことについて、地元からも嘆

願書が出されましたけれども、水は、いまだもって抜かれている状況ではありません。

以前ならば、この時期、台風シーズンを控えまして、通天湖の水を抜いて、台風に備え

てきたものであります。水を抜くという対応ならば、今が最適の時期だと考えるわけで

あります。この間の通天湖の水を抜くことについての対応について、市長の答弁を求め

たいと思います。 

また、この間の調査で分かったことでございますけれども、ダムの堤体から水が噴き



 - 5 -

出ている状況をどう認識されているかお伺いをいたします。測ってみますと、１日約牛

乳瓶１本に相当する水がダムの堤体を通して、ダム前面に出ているという状況でありま

す。本来はあり得ない事態だと考えるわけでございますけれども、災害を引き起こす原

因となるのではないかと、下流住民からは、不安の声が多く寄せられております。府の

管理ダムではございますけれども、市として住民の不安解消、災害の事前防止のために

も、調査・対応が求められると考えます。市長の所見を伺います。 

また、調査結果を待たずとも、住民の安全を考えると水位を下げるなどの緊急の対応

が求められると考えますが、いかがでしょうか、お伺いをいたします。 

以上、第１回目の質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 大議員の質問に対し答弁を求めます。 

     佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） おはようございます。それでは大議員のご質問にお答えを

いたします。 

若者定住、人口増対策につきましてご質問をいただきました。 

ただいま人口の数値もご質問の中でお述べいただきましたが、誠に、急速に進みます

少子高齢化。私どもも大変苦慮いたしておるところでございます。この少子高齢化、ま

た過疎化の進行というのは申すまでもなく、南丹市だけではなく、国全体の大きな課題

であるというふうに認識をいたしておるところでございます。もちろん南丹市といたし

ましても、少しでもこの課題の解決を図るために努力をいたしておるところでございま

す。一つには、やはり働く場所の確保、こういう中で企業誘致による雇用の創出や、ま

た生活環境の改善を図るために、情報通信基盤整備事業も実施をしてきたところでござ

います。こういった中での生活基盤の整備を進めておることが、重要であるというふう

に考えておりますし、今後とも、この努力をしていかなければならない。このように考

えております。また、過疎法の関係につきましても期限が迫っておる現状の中で、新た

なる過疎法の制定を強く要望をいたしておるところでございます。いずれにいたしまし

ても、大変急速に進むこの高齢化、また過疎化の進行の中で、やはり地域の重要な産業

でございます農林業の振興を図ることが、やはり大きな課題であるとも考えております。

こういった中で、昨日もご議論の中でもございました農林省における地域マネージメン

ト法人といった形のものや、様々な施策も、国や府とも連携をしながら、まさに地域住

民の皆様方と力を合わせて、この対策を講じていかなければならないこのように考えて

おるとこでございます。いずれにいたしましても、この課題というのは、大きな課題で

もございますし、また全国的にもこの人口減という現象が、まさにわが国に到来してお

る現状でございます。こういった中で市としてできること、また、国や府との連携の中

でやっていかなければならないこと、十分に踏まえて、努力をしていきたいというふう

に考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

次に、上水道の件につきましてご質問がございました。 
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当然、給水区域内における水道水の安定供給を維持継続すること。このことは水道事

業に課せられた大きな社会的使命であるというふうに考えております。しかしながら、

一方、事業経営という観点におきましては、供給に要する費用と、また、使用者の皆様

方にご負担いただく費用、これが均衡することが望ましいことは、経営の基本でありま

す。こういった中で安易に給水区域を拡大することについては、その均衡を失う恐れが

あることから、十分にこの点については、慎重にならざるを得ません。現時点において

は、このことを考えますと、新規の給水区域の拡大について積極的に図るということは、

大変難しいことだというふうに考えております。現在の給水区域における水道使用量が

増加すること、このことが、まず、第一義であると考えております。また、こういった

中で給水区域の拡大を図るということにつきましては、やはり、それなりの施設の増設

等、先ほど申しました供給に要する費用をかけるわけでございますので、やはり、きっ

ちりとした計画があって、それに対応できるようなことがなければ、この給水区域の拡

大ということは図れないというのが現状であることをご理解いただきたいと思います。 

また、貯水槽水道の関係でございますけれども、受水槽を設置されてる件数は、現在

市内において１００件でございます。この受水槽を設置されておる内、水道水だけを水

源とし、その容量が１０ｔを超えるものが簡易専用水道に該当いたしますが、その件数

は３７件でございます。簡易専用水道の管につきましては、設置者において水質状況等

の点検を実施し、その状況を市に報告をしていただいておる義務がございます。この報

告に基づきまして、必要な市において指導を行っているところでございます。また、１

０ｔ以下の受水槽の設置に対しましても、設置時において定期的な点検、実施に関する

啓発を行っております。また、１００㎥以上の水量で１００人以上に水を供給する場合

には、専用水道というふうに区分されておりますが、市内においては、３事業の届け出

があるのが現状でございます。いずれにいたしましても、このような施設につきまして

の、それぞれ法に基づいて、指導や、また啓発を行っていくというふうな形で対応して

いるのが現状でございます。 

また、水道の広域化の問題についてのご質問をいただきました。 

ご承知のように南丹市におきましては、４町の合併に伴いまして、市区域内における

広域化が実現されたところでございます。今後におきましては、広域化に関する対応、

国の指導によりまして、平成２８年を目途としまして、簡易水道事業と上水道事業の統

合を図るということになっておりますので、適切に実現するために、現在の水道の状況

の把握を適切に行う中で、管等を接続する事業統合、また予算対応を統一する経営統合

などの最適な統合手法を選択してまいりたいと、このように考えておるところでござい

ますので、ご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

次に、国民健康保険につきましてのご質問をいただきました。 

税率につきましては、平成２０年４月に後期高齢者医療制度の導入に伴い、改正が行

われたところでございます。これに伴い、加入者の税額負担が増加したことは、承知を
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しておりますが、現行の医療制度及びその財源負担の仕組みの中では、高齢者医療制度

への支援も必要でありまして、また、今のご質問の中にもございましたような、医療費

の増加や、また、経済不況によります税の減収等、大変この国保財政の見通し、厳しい

ものがあるというふうに認識をいたしておるところでございます。こういったところの

中で、被保険者の負担を軽減するという、この保険税の引き下げにつきましては、大変

この財政を考える上では、困難でございます。引き続き国に対して、国庫負担率引き上

げ等を要望していかなければならないというふうに考えておるところでございます。 

次に、この国民健康保険、この法律によりまして、災害など特別な事情もなく、長期

間、保険税を滞納している世帯に対しては、資格証明書、または短期証を交付するとい

うことになっておるわけでございますけれども、資格証明書につきましては、医療機関

の窓口におきまして、一旦は、診療費の全額負担が必要になるために、ただいまお話が

ございましたように、必要な医療受診を控えるという可能性もございますので、南丹市

におきましては、機械的に資格証明書を発行するのではなく、納付相談等の機会を確保

するためにも、有効期間の短い短期証による運用を行っているのが現状でございます。

短期証につきましては、ただいま申しましたように、納付相談の機会を確保でき、また、

加入者間の負担の公平性を図る上でも、有効な手段、制度であるというふうに考えてお

るところでございます。今後ともこの短期証の発行によりまして、きめ細やかな納付相

談を実施することにより、加入者の方々が必要な医療も受ける機会が損なわれることの

ないように、適切な運用を行っていかなければならないというふうに考えておるところ

でございます。今、減免措置の拡大についてというお話がございましたが、現在の国保

の財政状況等、また税の公平性の確保という観点からも、大変困難な課題もあるという

ことで大変苦慮しておるところでございます。また、今後は、国保運営協議会の皆さん

のご意見もお伺いしながら、慎重に対応していかなければならないというふうに考えて

おるところでございます。 

次に、南丹病院の産婦人科の医師の不足という部分につきましては、大変苦慮いたし

ておるところでございます。この南丹地域におきまして、今日まで民間の産婦人科病院

等もあったわけでございますけれども、廃業等もございました中で、今、亀岡市におけ

る１病院と公立南丹病院、これが産婦人科医のおいでいただく医療施設でございます。

こういった中で、１名の欠員が生じたということは、大変大きな課題であるというふう

に認識しております。もちろん南丹病院も含めまして、２市１町ここの中部広域医療圏

の中でも、これは、大変大きな課題であるという認識の中で、京都府に対し、度重なる

強い要望を行っておるところでございます。こういった中で、今日まで大変お世話にな

ってきております京都府立医科大学につきましても、医局にお医者さんがいないという、

こういった厳しい現状もあるわけでございますし、また、そういった中でも、この状況

に際しまして、臨時的な医師の派遣等もご配慮を賜ったところでございます。しかしな

がら、これも抜本的な課題の解決にはならないわけでございますので引き続きお願いを



 - 8 -

していく、医師の確保についての様々な努力を続けていかなければいけないということ

で、これも亀岡市さん、京丹波町さんと共々力を合わせて、努力をいたしておるところ

でございます。今後、国に対しましても、この医師確保という問題は全国的な問題もご

ざいますので、抜本的な見直しも含めて、強い要望をしていかなければならないと、こ

のように考えておるところでございます。 

次に、るり渓の水質改善につきましては、ご質問の中でもおっしゃっていただきまし

たように、本年４月に、市民の方々からの嘆願書の提出をいただきました。早速、市役

所内の関係部署の担当によりまして、通天湖の水質に関する検討委員会を設置し、検討

を重ねてまいりました。その結果、この通天湖への流入する水質この問題につきまして

の状況を把握することが、まず必要であるという専門家の皆さん方等のご意見も、ご指

導も受ける中で、本年８月末にポイントとなる箇所を選定いたしまして、サンプル採取

を行ったところでございます。こういった中で、この水質等検査データをもとにしまし

て、現況の分析、また水質悪化の要因につきまして検討を加えた上で、浄化・保全の対

策を早急に検討する予定といたしておるところでございます。また、通天湖、ダム本体

の改修につきましては、ダム堤体からの水のにじみにつきましては、コーキングなどを

された跡があるということを現状把握しておるところでございます。平成１６年に京都

府南丹土木事務所と旧園部町と合同で、点検調査を実施いたしたところでございますが、

表面老朽化は若干見られるものの、強度等につきましては問題がないという報告を受け

ております。また、大議員さんが京都府管理施設に対する府民の皆さん方の提案書も

ご提出いただく中で、管理者であります京都府において、現在この課題については検討

中であるというふうにお聞きをいたしておるところでございますので、改修等の対応に

つきましては、管理者であります京都府の判断となるわけでございますが、今後とも府

と、より連携を図っていく中で対応していきたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りますようお願いを申し上げ、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

大議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三君一三君一三君一三君）））） 再質問をしてまいります。 

一つはですね、人口がですね、基本計画にあります数値よりもね、予想外のスピード

で減少しているというような状況があります。５年で見直していくんだというようなこ

とでありましたけれども、５年を待たずにね、見直していく考えは、ないのかどうか。

基本となります人口でありますので、計画の基本となります人口でありますので、その

数値がね、大幅に減少していくということになれば、計画そのものにも大きな問題点と

いうのか、変更を迫られるというようなことにもなろうかと思いますので、５年を待た

ずに見直していく、そんな予定はないのか、伺っておきたいと思います。 

それとですね、水道の関係でございますけれども、これは個別事象になりますけれど

も、園部町の南大谷での宅造地への水道給水にかかわってでございます。南丹市の水道
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事業所とのかかわりだと思うんですけれども、今現在、その宅造地の入口にですね、看

板が立てられております。内容については、そこの開発、給水にかかわってですね、市

職員、そして副市長の名前まであげられてですね、糾弾をするという趣旨のね、看板な

んですね。誠に不穏当なね、状況なんですけども。その辺の、そのあたりの状況をね、

と、対応をこの機会に伺っておきたいというふうに思います。私が思いますのに周辺部

のね、振興を図っていくためには、民間の開発業者との協力を得ながらですね、やはり

周辺部の開発というのは、大切だというふうに思うんですけども。いきさつはどうこう

あれ、いわゆる振興計画にあります、ぬくもりのあるまちづくりを目指してね、また、

定住化促進、そして、過疎化対策の一環ととらまえてですね、ぜひともね、給水申し込

みを受ける方向でね、話がまとまっていかないものかというふうに思いますし、そう希

望もするわけです。ですから、いろいろなことがあったかというように思うんですけれ

ども、この機会にね、円満に解決がされるよう努力をしていただきたいというふうに思

うわけであります。そのあたりの状況を伺っておきたいと思います。 

また、次に通天湖の関係なんですけれども、市長が今、１６年に調査が、通天湖のね、

ダムの堤体から水が噴き出ている件なんですけども、これについては、問題はないんだ

と。強度に問題はないんだというようなね、ことを言われましたけれども。これ平成１

６年にはあのような状況が確か、なかっただろういうように思うんですね。ダムの堤体

から水が出るというようなことはね、私ども素人には考え、よっぽど異常なことだとい

うように理解するわけなんですけども。１６年当時は、特別何とか、今のような状況で

は、なかったと。今現在、このような状況になっているわけですから、改めてね、調査、

そして対応等をいただくということでね、する必要があるかというように思うんですけ

ども、再度市長の見解を伺っておきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは大議員のご質問にお答えいたします。 

まず、第１点目に人口の問題でございます。私どももＪＲ山陰線複線化が来年の春に

という完成するというふうな、まさにこの地域における大きな飛躍の時期を迎える。ま

た、高速道路網につきましても整備が推進されておるというふうな様々な条件のもとに、

人口の減少というのは、もっと食い止められるんじゃないかというふうな思いをいたし

ておったわけでございますけれども、現在の大変厳しい経済情勢も伴う中で、住宅の建

設戸数も高まっておらないという大変厳しい現状にもあるわけでございます。しかしな

がら、そういった中での波及効果も、今後、何とか取り組んでいきたいという中での、

この計画は出されておるわけでございますけれども、やはりこの辺５年間、十分その辺

を踏まえる中での、計画見直しについての検討も行っていかなければなりませんが、ま

ずは、この振興計画に基づく５年間というものを着実な施策の推進を続けていくことに
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よりまして、何とか計画通りに進めていけるような状況を作り出していかなければなら

ないというふうに考えておるところでございますので、ご理解を賜りますようお願いを

申し上げます。 

次に、水道の関係についてのご質問をいただきました。 

今、ご指摘のございました地域につきましては、ここに供給しております本梅浄水場

でございますけれども、もう従来の本梅簡易水道として整備されておりました上水道が、

上水道事業への事業統合されたわけでございますけれども、取水量及び上水能力等とい

った施設能力というのは、ご承知のように旧態依然のままでございます。こういった中

で、この能力に限界があることから、一定の制限を行うというような中で、今日まで、

この新規給水については対応してきたというふうな実態でございます。先ほどご指摘の

ございました看板が設置されたことを私も承知しております。これにつきましては、今

日までこの申請のされた方と、幾度となく担当等が対応してきたわけでございますけれ

ども、結果的にご理解をいただくことができず、看板設置という形を見いだしたようで

ございます。ただ、内容につきまして、記載されておる方それぞれの方にお伺いしてみ

ますと、これは法的対応も含めて考えておるんだというふうなこともお聞きしておりま

す。現在のところこういった現状を踏まえながら、当事者の方々ともご相談しながら、

市としての対応もしていかなければならない。このように考えておるところでございま

すので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

また、通天湖のダム堤体のお話でございますが、先ほどの答弁でも申し上げましたと

おり、管理者でございます京都府のほうでも、今、検討を行っていただいておるという

ふうにお聞きしております。本日お伺いしましたご意見等も、京都府のほうに伝えまし

て、よりよく対応を図っていただくように協議をいたしてまいる所存でございますので、

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

以上、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 大議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２２２２番番番番    大大大大    一三君一三君一三君一三君）））） 開発の南大谷の看板の件なんですけども、法的対応も含

めて考えるということなんですけども、この間、市長、ああいうその看板というのかね、

糾弾をするという形で２カ月近くになると思うんですけどね。そのまま設置がされてい

る状況なんですね。何事だというようなね、一般の住民の方からは、いろいろな声も出

ておりますので、市長自ら、やっぱり円満に解決できるような方向で、やっぱり対応さ

れるように特に希望をしておきたいというふうに思います。 

また、周辺部の、特に西本梅地域のね、やっぱり地域振興にはね、重要な内容を持っ

ておりますので、ぜひとも円満な解決をされるよう市長の各段の努力を期待して、お願

いをしておきたいというふうに思います。 

それとですね、今申し上げました通天湖の関係なんですけども、やっぱり危険な状況

だとはもう間違いなく言えるというふうに思うんですね、ですから、水質がどうこうじ
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ゃなくって、やっぱり水位をね、水が噴き出てるという状況を解決するためには、水位

を下げて、水圧をね、やっぱり下げることも対応策の一つだというふうに思います。緊

急の対応として、水を抜いていただくということを特に、申し入れをこの機会にしてお

きたいというように思いますので、ぜひとも府のほうへの働きがけも強めていただけた

らというように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、大議員の質問を終わります。 

次に、１５番、仲村学議員の質問を許します。 

仲村議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学君学君学君学君）））） 議席番号１５番、丹政クラブの仲村学でございます。議

長の許可をいただきましたので、通告にしたがいまして、質問に入らせていただきます。 

まず、はじめにドクターヘリについて質問をさせていただきます。 

今月５日、丹波自然公園をメイン会場として行われました京都府総合防災訓練でも救

助訓練で、ヘリが活躍をしていました。また、昨夜のＮＨＫの番組では、ドクターへリ

による救命救急活動が放送されていました。ご覧になった方も多いかと思います。そし

て本日、９月９日は救急の日であります。来年４月から京都府でも兵庫、鳥取の３府県

で、共同でドクターヘリが運航される予定となっています。開始されれば、近畿では滋

賀県を除く、すべての府県での運航となります。滋賀県知事も導入に意欲的であるよう

です。今回の共同運航に関しては、協議上見送ることになったようでありますが、全国

の中でも患者の病院搬送時間が最短の地域であります。また、神戸をはじめとする兵庫

南部地域も同じ状況であると考えます。近畿地方では、２００３年にはじめてドクター

ヘリを和歌山県が運航し、その後、奈良、大阪でも運航が始まっています。昨年の３月

議会で救命救急医療について質問したときにも申しましたが、ヘリコプターで救急現場

等に出動するドクターヘリ事業は、搬送時間の短縮のみならず、救急医療に精通した医

師が救急現場等から直ちに救命医療を開始し、高度な救急医療機関に至るまで連続的に

必要な医療を行うことにより、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果をあげること

が既に実証されています。当時、市長からは、広大な面積である本市においては、ドク

ターヘリは大変有効であるとの答弁をいただきました。最近では、美山地域で京都市の

救急ヘリを要請されたと聞いております。到着と同時に、ドクターによる治療が開始さ

れるドクターヘリとは別ものであるわけですが、患者の速やかな搬送には、大変有効な

手段であったと思います。京都府のヘリ運航には、大変期待をするところでありますが、

調べてみますと、これは、救急医療体制の弱い、府北部丹後地域で運航されるようであ

り、同じく救急医療体制の弱い二次医療圏である中部地域に住む者といたしましては、

大変懸念をするところであります。先月２９日の京都新聞にドクターヘリについての記

事が掲載されておりました。ドクターヘリの普及を目指す特定非営利活動法人救急ヘリ

病院ネットワークの理事長の国松たかじさんのコメントであります。元警視庁長官で当



 - 12 - 

時大変ショッキングな出来事であり、覚えておられる方も多いのではないかと思います

が、在任中の１９９５年に自宅マンション前で何者かに銃撃をされ、一時意識不明の重

体となった事件の当事者であります。抜粋して、一部紹介をさせていただきたいと思い

ます。一命を取り留めたのち、担当医から東京だから助かったと。撃たれてから手術開

始までの時間が３０分と、とても早かったことが幸いしたそうです。救急医療体制が充

実していない地域では、早く治療すれば助かるはずの命が失われていると。また、こう

も述べられています。ドクターヘリの普及には、課題もあります。例えば、１機当たり

年間約１億７，０００万円の運航費は国と都道府県が折半するのですが、財政難で負担

できない、導入をためらう自治体があります。でも、人の命を助けるために１億足らず

のお金が出せないなんてことがあるのでしょうか。昨年末から国の補助が４分の３まで

引き上げられ、自治体負担は、さらに減りました。すると今度は、医師が足りない。電

信柱が邪魔だ。風が強くて難しいなどという。確かに解決すべき課題ですが、できない

理由ばかりを考えるのは日本人の悪いところ。その間にも毎日、助かるはずの命が失わ

れているのですというふうに申されております。まさに私が申し上げたいことは、本市

においても、重篤な病気や事故や怪我でですね、助かる命が失われているのではないか

ということであります。私は、市民にとってどのような施策よりも重要かつ優先すべき

命のインフラであると認識をいたしております。近畿の多くの地域でドクターヘリが運

航される中、本市においても、早急にドクターヘリの運航を府に望むところであります

が、市長のご所見をお伺いをいたします。 

また、全国的な流れからも、近い将来、全地域で運航される方向であると思いますが、

本市にドクターヘリが運航された場合や救急ヘリ要請時に備え、本市全域において運航

するために必要となる離発着場の選定調査及び関係機関との運航調整や実地訓練の実施、

また医療機関、消防機関、行政等の連絡など、速やかに対応できるような受け入れ体制

を構築しておくことが重要であると考えますが、併せて市長のお考えを、お伺いをいた

します。 

次に、就学支援について質問をさせていただきます。すべての人がその能力に応じて

等しく教育を受ける機会を与えられることは、日本国憲法や教育基本法で保証されてい

る基本的人権の一つであります。しかしながら、今日の教育情勢は、所得格差が影響し、

教育格差につながっていくという大きな社会問題になっているのが実態であります。通

信制を含む高校進学率は、２００８年度で９７．８％にのぼり、ほぼすべての中学生が

高校に進学をいたしております。しかし、昨年上半期からは金融危機による景気の低迷

で、中退や休学が急増していることが指摘をされています。昨年、７万２，８５４人も

の生徒が高校を中退していますが、特に、教育費が高い私学を中退した生徒は、前年の

３倍に当たります２万４，５００人にのぼり、また、授業料滞納者の割合も前年の０．

９％から２．７％に増加しており、先の見えない不況の中で、親の所得格差が教育格差

を生みだし、格差社会を拡大するという、より深刻な現状にあると言えます。日本政策
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金融公庫の調査によりますと、小学校以上の子どもがいる家庭が出費する教育費の割合

は、年収２００万円以上４００万円未満の世帯では、５５．６％。４００万円以上６０

０万円未満では３３．８％。６００万円以上８００万円未満では２７．３％であり、全

平均では世帯収入の３４．１％にのぼります。収入が低いほど教育費の割合は上昇し、

家計を圧迫している実態が浮かんだとありました。一方、昨年、経済協力開発機構の発

表によりますと、日本の教育機関への公的支出は国内総生産比で２８カ国中、最下位で

した。昨日公表された最新の結果では下から２番目でした。このように国の教育への公

的支出は少なく、所得の低い家庭ほど負担が大きいという現実があります。特に、大学

や専門学校となると、より大きな経済負担となり、学費を理由に大学進学をあきらめる

高校生も増加していることが、ある民間の教育情報会社のアンケート調査からも明らか

になっています。そうした中、先の総選挙で政権が交代し、与党となった民主党は、高

校までの公教育の授業料の実質無料化を行い、大学の奨学金を大幅に充実させるとマニ

フェストにうたっています。世界一高いと言われる日本の学費、それに加え、現在の国

の支援制度においては、奨学金に保証人が必要であったり、機関保証制度には、保証料

が必要であったりと、必ずしも希望者のニーズに応えられてないところが見受けられま

す。また、貧困の中で返済の重さを考え、申請をためらう家庭も多いと言われています。

まさに、今、市民が必要とするところに、実態にあった施策を展開していくことが行政

に求められていると考えます。家庭の経済状況にかかわらず、学習意欲を持って頑張っ

ているすべての学生が安心して勉学に打ち込める教育環境の整備・充実を願うとともに、

本市においても、これまで以上の就学支援の施策が必要であると考えます。他の自治体

では、大学や専門学校への進学希望者に対して、独自の奨学金制度を設け支援を行って

いるところがあります。中には将来のまちづくりを視野に入れたユニークなものもあり

ます。一例を紹介いたしますと、長野県岡谷市では、１５０万円を上限に入学準備金を

貸し付ける制度でありますが、地元にＵターンし、就職した人にその年の返済額の２

５％を助成するというものであります。この制度は、市職員で構成する政策研究会の提

案の中から取り上げられたもので、教育費の軽減という子育て支援の一環であるととも

に、若者人口を増やし、まちの活性化を図る施策として実施をされています。近隣では、

綾部市が看護師、助産婦を養成する学校を卒業後、綾部市立病院で看護師、助産婦とし

て働きたいと考えている学生を対象とする看護学生奨学金制度があります。地方分権が

進み、より魅力あるまちづくりを行うには、若者の活力を活かせるまちづくりを目指さ

なければならないと考えます。現在、本市においては母子家庭、父子家庭の高校生に対

する就学援助制度はあるものの、大学や専門学校生を対象とした制度はありません。そ

こで子育て支援と将来のまちづくりという観点から、大学や専門学校等への進学を希望

する児童生徒に対する独自支援ができないのか。また、各種団体の奨学金を利用される

方に対して、利子補給や保証料の助成といった支援ができないか、市長の所見をお伺い

をしたいと思います。 
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最後に、京都新光悦村について質問をさせていただきます。 

京都新光悦村は府が造成や企業誘致を行い、旧園部町と南丹市がインフラ整備を行い

誕生をいたしました。京都府の伝統と文化のものづくり産業振興条例に基づき、産業の

集積等により、その進行を図るため、新たなものづくりを推進する拠点として指定され

た地域であります。これまでの単なる産業拠点ではなく、新たな本市の２１世紀のもの

づくり創造拠点であり、まさに本市の未来が託された地域と言っても過言ではないと思

います。現在、７社の企業が進出をし、稼働をしていただいていますが、行政におきま

しても各種優遇制度を設けたり、また、セミナーやフォーラムを計画開催し、現在も引

き続き販売促進に向けて鋭意努めていただいていることは、承知をいたしております。

そういった状況の中で、中核をなすとされます京都伝統工芸大学校が、進出を表明をさ

れましてから３年が経過をいたします。また、このほかにも商談中の分譲区画等が存在

をいたしますが、そこで現在の進捗状況はどのようになっているのか、伺いたいと思い

ます。 

以上で、壇上の質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 仲村議員の質問に対し答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、仲村議員のご質問にお答えいたします。 

まず、ドクターヘリの運航等につきましてのご質問をいただきました。ご質問の中で

お述べいただきましたように、京都府北部地域の医師不足に対応するためと、京都府に

おきまして、来年４月の運航に向けて兵庫県、そして鳥取県と加えた３府県でドクター

ヘリの導入について、現在、協議をされておるということでございます、今、京都府北

部地域を、どこまでカバーできるのかというのを検討されておるというふうにお伺いし

ております。また、ドクターヘリではございませんけれども、ヘリポートがなくても離

陸できるといったヘリの導入も、京都府のほうではご検討をいただいておるということ

も聞いておるところでございます。ただいま、ご質問の中でもございましたように、ド

クターヘリ、そして、ヘリコプターによる患者の搬送。これは、大変緊急度の高い方に

とっては、重要な要素でもございます。現在、京都府は、ヘリを所有されてないわけで

ございますけれども、京都府の消防総合応援協定に基づきまして、京都市消防局が所有

されておられますヘリを京都府内の消防部局が要請すれば、一定の運用基準に基づきま

して、ヘリの搬送を実施されておるというふうに認識をいたしております。また、この

南丹市からも搬送を実施いただいておるところでございます。こういった中でございま

すけれども、ご質問の中にもございましたように、大変ドクターヘリの運航上の問題、

また、医師の問題。これはもう先ほどのご質問の中でもございましたが、産婦人科だけ

に留まらず医師全体において、大変厳しい状況がある中でのドクターヘリの運航という

のが、大変困難な状況もあるというふうにお聞きをいたしておるところでございます。

また、今、こういったことが実現した場合の南丹市内でのヘリの発着場の状況について
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は、ということでございますけれども、現在、公立南丹病院、また南丹パーキングエリ

アにおきまして発着場も整備されております。また、今、お話をいたしましたような、

ヘリポートがなくても離着陸できるヘリの導入という中で、今後、この辺の詳細が明ら

かになったときには、ヘリの発着地点いう部分についても京都府と協議をしていかなけ

ればならないと思っております。私自身もこのヘリの導入、また、ドクターヘリの導入

等っていうのは、大変大きな期待をいたしておるところでございます。先ほどの産婦人

科のお話もございましたように、この中部広域医療圏の中で、亀岡市さん、また京丹波

町さんとも連携を取りながら、この実現に向けて、私も努力をいたしていきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げる次第でござい

ます。 

次に、教育費、就学支援の問題につきましてご質問をいただきました。 

大変厳しい経済状況の中で報道によりましてもご指摘のございましたように、公費負

担の割合が日本は低いというふうなご指摘も承知をいたしておるところでございます。

こういった中で、今度の政権発足に伴う民主党のマニフェストというのが出されており

ますけれども、情報によりますと、高校までの公教育の無料化、また、私学に対する助

成といった意味合いのことが、２２年度予算に盛り込むという方向で進められておると

いう情報を今、お聞きしております。大変こういった意味では、実現がされれば大変あ

りがたいというふうに思うんですけれども、こういった中での推移を見守りながら、市

としてもご指摘のございましたように、子育て支援という観点からこういった施策、ご

提言のございましたような施策も踏まえて、検討をしなければならないというふうに考

えております。私どもも子育ての世代の皆さん方、また、私自身もそうでございました

が、教育費負担という部分というのは、子育ての中でも大変大きな部分を占めるという

要素は十分認識をいたしておるところでございますので、ご提言をいただきました部分、

十分踏まえながら、今後の子育て施策の構築に努力をしていきたいというふうに考えて

おるところでございます。また、この現状の問題、また、小・中学校の状況につきまし

ては教育長から答弁をさせていただきます。 

次に、京都新光悦村の状況でございます。 

平成１８年９月より分譲を開始いたしました。現在の企業立地状況につきましては、

分譲地購入済み企業等が７社。また、進出表明企業等が３社という現状にございます。

おかげ様で、それぞれ稼働して、順調に運営をしていただいておるというふうに社から

は、大変喜んでいただいておるというふうなこともお伺いしておるとこでございますけ

れども、ご質問にいただきました京都伝統工芸大学校につきましては、平成１８年１１

月に進出表明をいただいております。こういった中で京都伝統工芸大学校につきまして

は、今年の秋に開催いたします第２６回伝統的工芸品月間国民会議全国大会におきまし

ても、大きな役割を担っていただいておりますし、また、ものづくりのまち南丹、こう

いったことを推進する上で市政の推進の中でも欠かすことのできない存在として、多大
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なご尽力、ご協力を賜っておるところでございます。こういった中で、この大学校にお

かれましては、京都新光悦村フォーラム実行委員会のメンバーとしても参加いただく中

で、京都新光悦村の発展に協力いただいております。また、新光悦村にご進出いただい

ておる皆様方からも、新光悦村の観光、交流拠点として、その進出に大いに期待をされ

ておられるところでもございますし、また、大学校におかれましても、今、検討を進め

られておるというふうにお伺いしております。１日も早い実現に向けまして、京都府と

ともにお願いをいたしていきたいと思っておりますし、また、連携を強めながら、光悦

村の村開きが秋に行われるわけでございますが、さらなる発展、また、これが南丹市経

済や南丹市全体の発展につながりますように、私どもも努力をしていかなければならな

いと思っておりますので、今後とものご理解や、また、ご協力を賜りますようにお願い

を申し上げまして答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） おはようございます。仲村議員のご質問に関連して就学援助制

度について、教育委員会のほうからお答えを申し上げたいとこのように思います。 

小・中学校においては、経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護

者に対して、要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助制度に基づいて、学用品費、

学校給食費等の必要な援助を行っているところであります。また、高校については、経

済的理由により就学が困難な高校生に対して、就学金の貸与等により、教育の機会均等

を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資する、京都府が高等学校等就学金

貸与制度、就学支援特別融資利子補給制度の就学支度金貸与制度を実施しているような

ところでございます。また、京都府内の私立、いわゆる私立高等学校に在籍する生徒の

学費軽減補助金と、府内の公立、または市立高等学校に通学する生徒の保護者の経済的

負担を軽減、経済的負担軽減を図る高等学校生徒通学費補助金を支給しているようなと

ころでございます。私たち義務教育を預かる立場におきましては、これらの制度を紹介

しながら教育相談等を、実施をし、適切な進路指導に資するよう努力をしているところ

であります。 

なお、議員ご質問の高等教育にかかわって、というような状況ですが、直接所管する

立場にはないわけでありますが、進路指導において社会の変化に対応する人材の育成と

いうことで、いわゆる社会に出て、自己実現を図るためには、高度な能力なり資質を培

うということが非常に大事な点であろうとこのように思っておりますし、また高等教育

へのいわゆる進路の機会均等を図っていくということは、大変望ましいことであろうと

このように思っております、そういう観点から、今後とも国の動向等を十分注視をいた

しまして、対応すべきについては、対応させていただくというような状況でおりますこ

とを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 仲村議員に対する答弁が終わりました。 
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            仲村議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学君学君学君学君）））） ご答弁ありがとうございます。再質問をさせていただき

ます。 

本日の新聞でもですね、その救急の日で特集であったの、特集が載っておったのかと

思うんですけども、今朝の京都新聞ですけども。前回もタライ回しの問題ということで

一般質問させていただいたわけですけども、毎年毎年ですね、危機的な状況になってお

るようでございまして、受け入れ拒否の影響がより深刻になっていると。また、その救

急車の到着ということも過去最悪ということであります。それに伴いまして、病院収容

時間も長く延びておるということであります。昨年に質問させていただいたときは、こ

の地域、南丹病院が主になろうかと思います。南丹病院と丹医会さんが主になろうかと

思いますけども、大体その平均、病院収容までかかる時間というのは、約４０分近かっ

たというふうに思うわけでありますけども、先ほど私も質問をさせていただきました、

その心肺停止状態におきまして、もうこれはもう致命的な時間であるわけであります。

幸いですね、我々のこの地域には、ＡＥＤを多く設置をしていただいてまして、これは

この規模の自治体においては、本当に全国でも例を見ないほど多く設置をしていただい

たということで、今、６０以上、稼働しておるかと思うんですけども、大変喜ばしく思

っております。今日のこの新聞を見ましても、一般の０４年からですね、一般の使用が

認められた自動体外式除細動器ですね、ＡＥＤが使われるケースが増加をしておるとい

うことで、心疾患の急病に陥った４２８人については、ＡＥＤ使用の１カ月後の社会復

帰率は３８．８％と、前年から３．３ポイント増えたというふうになっております。こ

れは、もう大変いい結果が出ておると思うんですけども、本市におきましても、今、大

変多くの数は、設置をしていただいておるんですけども、大変高齢者の方が多ございま

す。実際に使えないといけないわけであります。今現在、その様々な地域におきまして、

中部広域消防組合さんのほうの協力も得ましてですね、そういう講習会も、救命救急講

習会も行っていただいているわけでありますけども、例えば飛行機に乗りましたら、救

命胴衣の装着風景をですね、飛行機の画面で放映をしております。そういうことを、本

市もケーブルテレビがせっかくあるんですから、そういうのを空き時間に放映をしてい

ただいたらですね、より意識が高まります。そのことによって逆に、もう救命講習受け

なくてもというふうな心配もあるわけなんですけども、やはり実際に受けていただく。

実際にそのキットで講習を受けていただくということも、やはり呼びかけていただきま

してですね、ぜひともケーブルテレビでＡＥＤの使い方、ぜひとも放送していただきた

いということを、お願いをしておきたいと思います。 

それとヘリポートのいらないヘリコプターでありますとか、いうふうなお話いただい

たんですけども、消防局にあります消防ヘリっていうのは、これはもう消火活動に使う

ものであります。よく防災ヘリであるとか、消防ヘリが、そのドクターヘリの代用をす

るというふうなよく話をするんですけども、これはもう専門家に聞きますと、全く別も
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のであると。患者を運ぶ、消防車で患者を運ぶことはないでしょと。あくまでもそのド

クターヘリであるとか、救急ヘリといったものが、やはり患者の搬送には必要であると

いうふうに認識を持っていただきたいというふうに思います。これに関しましてもです

ね、また先ほど言いました、この近隣のまちとの連携ということを市長おっしゃってい

ただいたわけですけども、そういうドクターヘリの導入に関しましてのそういう検討会

等のですね、そういう設置っていうことも、また念頭に置いてですね、お願いをしてお

きたいというふうに思います。特に、このまちづくりにおきましては、総合振興計画の

アンケートのほうにも結果として載っておりますけども、都会で定年をされて、Ⅰター

ン、Ｕターンをされる方の、やはり、その方のその地域の、田舎にⅠターン、Ｕターン

した場合の医療ということが、ものすごくネックになっておるというふうな結果も出て

おりますので、ぜひともですね、その辺も、よく検討をしていただきたいというふうに

思います。 

就学支援の件でございます。 

先ほど答弁をいただきました分にはですね、その２２年度予算に盛り込まれるという

ご答弁をいただいたわけですけども、私も、それまで待てればいいんですけども、恒久

的なことはともかくといたしまして、今、この世界的な経済状況が低迷しておる中です

ね、仕事に就いておられる方もですね、解雇になられたりとか、自宅待機といったよう

な状況でですね、収入が落ち込んでいらっしゃる世帯があるということで、そういう方

にですね、恒久的なことは、別といたしましてですね、その予算に盛り込むようなその

緊急的な、一時的なその支援としてですね、支援ができないのかということを、再度こ

れはお伺いをしておきたいと思います。 

特異な例としてですね、先ほど近隣の長野の岡谷市と綾部市の例を紹介させていただ

いたわけですけども、この近隣のまちでは、亀岡市さんも、京丹波町さんもですね、独

自でですね、支援をされておると思います。これは低所得者という一定の世帯収入の上

限がもちろんあるわけですけども、母子家庭、父子家庭というそういう制限なくですね、

収入に応じてですね、その支給をされるというものであります。京丹波町ですと、この

育英金という奨学金制度が設けられております。金額的にはですね、大体２，０００円

から１万円、高校、大学また私立等によってもですね、金額のほうは変わってくるわけ

ですけども、やはりその一時的なそういう支援ということは、私ぜひともですね、必要

であると思いますし、南丹市では、この近隣のまちと比べた場合ですね、そういう点が

ちょっと劣っておると言わざるを得ない状況であるのかなというふうに考えます。近隣

のまちでもですね、大変経済状況厳しい中でですね、そういう子どもへの支援、就学意

欲がある人が、そういう就学できないといった状況がなるべく起こらないという、そう

いう教育のセーフティネットというものを考えてのことだと思いますので、この点だけ

に関しましてはですね、再度ご答弁を、市長のご答弁をいただきたいと思います。急に

金額等をですね、急にやれるというものはありませんけども、早急に検討していただき
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たいということを、お願いをしておきたいと思います。 

それと、新光悦村の進捗状況であります。 

これはもう日本国にとってもですね、その日本のものづくりという観点からですね、

伝統・文化やそういうものづくりのその伝統の継承という位置づけにおきまして、大変

重要な学校である。貴重な学校であるというふうに思っておりますし、また市長も同じ

お考えであるというふうに思います。少子化が進んでおる中ですね、この南丹市内の大

学、また、各種専門学校等におきましては、全体に言えることではありますけども、定

員割れを起こしておるというふうな状況もございます。どこまで把握をしていただいて

いるか分かりませんけども、そういうこともありますので、ぜひともですね、今、様々

なそういうバックアップもしていただいておるわけですけども、各種優遇制度、本市も

ですね、京都府とともにですね、行っていただいているわけでありますが、より、もし

手厚い、どう言うんですかね、支援ができるようでありましたら、ご答弁をいただきた

いというふうに思います。 

以上で、第２質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 就学支援につきましてのご提言を賜りました。私どもも合併

以降、子育て支援という観点から様々な論議をさせていただきましたし、私どもも市内

部におきまして、この構築に向けて努力を続けております。子育て、いろんな施策、総

合的な中で配慮しなければならない。また、打ち出さなければならない、こういった点

も多々あるわけでございますし、また、今、ご質問にもございましたように、今、大変

厳しい社会状況が発生する中での緊急的な措置も検討しなければならないというご指摘

もいただいております。今、私どものほうでも内部におきまして、プロジェクトチーム

を作りまして、今、検討を続けておるところでございます。こういった中で、様々なご

意見もお伺いしておる中でございますので、こういった中を総合的にやっぱり検討をし

ていく。大変厳しい状況の中ではございますけれども、できるものを発信していく。こ

ういうことによって、子育てがしやすいということも、市の要素として訴えていかなけ

ればならないというふうに考えております。ただいまご提言いただきましたことも踏ま

えまして、このプロジェクトの中で十分な検討をさして行きたいと思います。 

また、京都伝統工芸大学校の進出につきましては、今日までも、この先ほどもご答弁

申し上げましたように、新光悦村の村づくりにつきましても様々なご協力と言いますか、

ご尽力を賜っておるところでございます。引き続き検討を続けていただいており、でき

るだけ早い時期に、具体的な内容につきましてご表明をいただくということをお願いい

たしておるところでございますので、これも共に力を合わせて努力をしていきたいと思

いますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 仲村議員に対する答弁が終わりました。 
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            仲村議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１５１５１５１５番番番番    仲村仲村仲村仲村    学君学君学君学君）））） 最後、お願いだけ申し上げておきます。 

プロジェクトチームの中でですね、お金だけではないということももちろん分かるわ

けでありますけども、今やはり私先ほども申しましたけども、本当に今緊急に苦しんで

らっしゃる方がいらっしゃると思いますので、ぜひともですね、そのプロジェクトチー

ムでお話をいただくのも結構なんですけども、緊急に行って検討していただきたいとい

うことだけお願いして、すべての質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、仲村議員の質問を終わります。 

ここで暫時休憩をいたします。再開は午前１１時３５分といたします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時２１２１２１２１分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時３５３５３５３５分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 休憩をとき、休憩前に引き続いて会議を続けます。 

  次に、１３番、矢野康弘議員の発言を許します。 

矢野議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１３１３１３１３番番番番    矢野矢野矢野矢野    康弘君康弘君康弘君康弘君）））） １３番の矢野康弘でございます。今、議長のお許しを

得ましたので一般質問を行います。 

まず、１点目でありますが、都市計画街路の一部見直しについてであります。 

旧園部町が園部の顔となる道路づくりとしてシンボルロードを計画し、交通の円滑化、

そして景観の創出、多目的交流の空間として実施してきたものでありますが、宮町の信

号機の周辺を残し、ほぼできておりますが、３６億円もの大きな費用を投じ、３０ｍの

道路はできました。景観は良くなりましたが、見ておりますと、人の通行は、閑散とし

ており、自動車の駐車スペースは、ほとんどありません。そして、年に１回か、２回の

イベントがありますが、３６億円の費用対経済効果を考えるとき、どのようにお考えに

なっているのか、市長の所見をお伺いいたします。 

また、本町の区画整理の工事がどんどん進めておられますが、古い建築物や伝統ある

商家がなくなり、城下町の面影が半減いたしました。計画図を見ておりますと、本町、

新町線が計画路線として東へ延伸するようになっておりますが、旧城下町を残していく

ことも大切であります。旧園部藩の園部本陣や古い建物が、まだ残っております。こう

したものも大切に保存すべきと考えます。こう考えるときに、内環状線のいわゆる本町

の交差点から東へ、いわゆるＪＲの方面ですが、向こう方面への延伸について、また、

新町木崎町線も１８年を経過して実施されております。また、内環状線の園部本町から

社会福祉法人の長生園までの河原町内林線について、連結する本町上木崎線について平

成３年に計画しておりますが、いまだに実施されておりません。こうした３路線につい

て、これを実施するのかしないのか、市長の所見をお伺いいたしたいと思います。 

また、本町の事業について、４２億円を投じ、７０％ほど工事が進捗しておりますが、
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今後、希望の持てる、そして発展が期待できる活性化についての方策をお伺いいたしま

す。 

その次に、土木関係についてお伺いいたします。 

陣田川と山田川の合流点付近が全く改修されておりません。新光悦村ができ、一気に

増水が心配される中で、放置できないと考えます。また、陣田川の新堂地内の浚渫と市

管理の横尾川の浚渫が必要であります。草木が覆い、横尾川がもうどこか分からんほど

の大きな草木になっております。また、新堂川について、上流は十分な、いわゆる幅が

あるわけでありますが、中流から半分以下の断面、幅となっております。増水によって

堤防を越え、平成１６年の台風２３号では、決壊して甚大な被害を受けたところであり

ます。災害復旧工事はされましたが、従来のまま、１ｍほどであり、洪水には対応でき

ないと考えます。また、南丹地区農用地総合整備事業によりまして上流の森林が伐採さ

れ、出水時には、一気に増水することが予想され、現状のまま放置すると、再び堤防の

決壊が心配されるところであります。また、草木が相当覆っており、浚渫が必要であり

ます。そして安心・安全を考えるときに、早急な改修が必要であります。今、新堂区よ

り何回も改修の要望がされておりますが、まだ改修されておりません。また、同地域内

の市道の側溝が４０年以上経過し、経年劣化して水漏れなどの改修が必要であります。

こうした改修について、市長の所見をお伺いいたします。 

その次に、府道亀岡園部線の越方橋の周辺の大堰川に土砂が堆積し、中州ができ、そ

の上草木が繁茂しており、豪雨のときの洪水を考えるとき、浚渫が必要と考えます。日

吉ダムがあるとはいえ集中豪雨には対応できないと考えます。安心・安全を考えるとき

に、早急な対応が必要と考えます。市長の所見をお伺いいたします。 

その次に、中畷古墳の保存についてであります。 

旧園部町には非常に多くの古墳があり、丹波地方の歴史を考える上で大変重要なもの

であります。中でも重要な古墳は、園部黒田古墳や、そして中畷古墳、そして園部垣内

古墳などがあります。そして昭和４７年の１１月に、刀剣や銅製品が発見され、同志社

大学の考古学教室の手によって実測調査され、京都府内でも珍しい前方後方墳であるこ

とが明らかになりました。全長は７７ｍ、前方部が４４ｍ、幅３５ｍもあります。年代

は古墳時代の３世紀後半から４世紀前半と言われております。垣内古墳よりも古い古墳

と言われております。こうした古墳ができた当時は、出雲勢力と大和勢力との接点だっ

たことを示す古墳として注目されており、大変貴重な古墳であります。また、中畷古墳

は出雲系の形式のものと言われており、神社の奥の院あたりで、以前は、ご神体であっ

たと言われております。また、小さなこの園部盆地にわが国でも最も古い時代の埋蔵文

化財が多く存在することは、本市の誇りでもあるわけであります。こうした中で、住宅

開発によって銅器類などが出土していることを考えても、乱開発を防止するためにも、

こうした古墳を南丹市において、大切に保存していただきたいと思っているところであ

ります。教育長の所見をお伺いいたします。 
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以上であります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉吉吉吉田田田田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 矢野議員の質問に対する答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、矢野議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、本町土地区画整理事業をはじめとする中心市街地の課題につきましてのご質問

をいただきました。 

ご承知のように本町土地区画整理事業につきましては、国道９号、また、都市計画街

路でございます内環状線を含めまして、平成１４年度から面整備工事を進めて、平成２

３年度末の完成を計画年度といたしております。こういった中で地域内の商店街、また、

近隣の商店街との連携、協力、そして区画整理事業や街路事業、そして９号線の拡幅な

ど面整備により、中心市街地の活性化を進めようとするものでございます。こういった

中におきまして、今、活性化の方策といたしましては、街中を拠点として活動されてお

る方々が発起人となりまして、他方面の方々にも呼びかけをされ、近々、中心部の中心

市街地のにぎわいづくりについてご検討、ご活動をいただくＮＰＯ法人が立ち上げられ

る予定となっておるというふうな動きもございます。こういった中で、今、ご指摘のご

ざいました上本町佛大線、シンボルロードにつきましても、この議会におきましても、

それぞれご意見を賜っておるところでございますけれども、この道路、平成３年度から

整備が進められてまいりました。中心市街地、そして国道９号線から市役所を通じ、緊

急避難地ともなります園部公園に通じる、大変重要な道路であります。こういった中で、

私はこの９号線の拡幅、また区画整理事業との関連の中で、多目的に実施をする道路と

しての中心市街地の活性化を担う大きな要因になると。その効果は、大変大きなものが

あるというふうに考えております。こういった中で、やはりこういった部分をいかに活

かしていくのか。これをまちづくり、にぎわいにつないでいくのかというのが大変重要

な要素であるというふうに考えております。どうぞこれからも、住民の皆様方のご理解

やご協力を得る。こういった中で、私どもも南丹市のまちづくりの一つの中心市街地を、

より活性化していくことが重要であるというふうに考えておりますので、努力をいたし

てまいる所存でございますので、ご理解やご協力を賜りますように、よろしくお願い申

し上げます。 

次に、都市計画道路につきましてのご質問を含めてお伺いしております。 

内環状線と木崎町本町線の交差点改良につきましては、現状におきましては、交差点

としての交通安全上、必要なとりあい区間につきましての整備を行うことといたしてお

りまして、それ以上の事業化の予定はございません。ただいま、この交差点より東側の

地域における旧城下町としての保存につきましてのご意見を賜ったところでございます

けれども、この旧本陣付近を中心としたまちづくりの推進につきまして、先ほど申し上

げましたＮＰＯ法人の皆様方も大変強い関心とご尽力を賜っておるところでございます

ので、こういった中で、そういった方々とはじめ、ご関係の皆様方とも協力をしながら
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この対応につきましても、検討していかなければならいというふうに考えておるところ

でございます。 

次に、新町木崎町線をはじめとして、都市計画決定がなされております都市計画道路

の見直しについてのご質問をいただいております。 

平成１８年７月に京都府の都市計画道路網の見直し指針によりまして都市計画決定後

３０年以上を経過している路線、また、長期にわたり未着手となっておる路線について

見直しを行うということになっております。南丹市の都市計画道路につきましては、都

市計画決定後、３０年以上は経過しておりませんけれども、ただいまご指摘のいただき

ました点も含めて、現在の社会状況、また、必要性についても、再度評価をしなければ

ならないというふうに私も考えております。この都市計画道路、この辺の見通し、見直

しにつきましても、できるだけ早い時期にこの検討を加えていき、また評価を、再評価

をし、また、この計画の見直しということを実現しなければならないというふうに考え

ておるところでございますので、ご理解やご協力を賜りますように、お願いを申し上げ

ます、 

次に、河川改修等の問題につきましてご質問をいただいております。 

陣田川改修につきましては、ご質問のとおり、山田川合流付近が残されておるのが現

状でございます。現状は休止状態となっておるのが現実でございます、市といたしまし

ても、この区間の改修の必要性は、十分認識をいたしておるところでございます。また、

こういった中で、今、下流園部川の改修の目途が立ってまいりましたことからも、この

陣田川改修の再開に向けまして、京都府に対しましても要望をいたしておるところでご

ざいます。 

また、新堂川につきましては、１６年の台風によります豪雨で越流をしたこともあり

まして、断面不足を認識いたしておるところでございます。ただ、こういった河川の状

況というのは、市内に大変数多くあるのも現状でございます、こういった中で、新堂川

につきましても、地域の皆様方からも、直接、度々ご要望をいただいておることも承知

いたしております。こういった中で、市内全般の状況を見渡す中で、緊急度の高いもの

からできるだけ積極的な対応をしていきたいとこのように考えておるところでございま

すし、当然、新堂区内の市道の側溝の問題、また、横尾川の浚渫につきましても、対応

をしなければならないというふう考えておるところでございます。 

また、大堰川につきましては、今年の８月末から１２月という予定で、管理者でござ

います京都府におきまして、園部町船岡地域から亀岡市の保津までの間におきまして、

地形変化の把握のための現況調査を実施されておるところでございます。こういったこ

とも、京都府においても対応していただいておるわけでございますけれども、今後とも、

ご指摘の箇所も含めまして、浚渫要望につきましては、特にお願いしていかなければな

らないというふうに考えておるところでございます。こういった点、市民の皆様方の安

全の確保の点からも、努力をしてまいらなければならないと考えておりますので、ご理
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解やご協力を賜りますように、よろしくお願い申し上げ、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 矢野議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

中畷古墳については、議員が申されましたように、全長７５ｍにおよぶ前方後円墳で

あると考えられております。と、言いますのも、筒型の銅器などが出土したという言い

伝え、伝承がありますが、発掘調査が行われていないので、その詳細については、不明

であるという状況ですが、この古墳が作られた時期は、黒田古墳、３世紀後半に続く４

世紀前半の頃ということで、垣内古墳につながるものと推定されている遺跡となってい

るところであります。遺跡につきましては、文化財保護法で埋蔵文化財宝蔵地というこ

とになり、この範囲内となっているところで、道路工事や建設など、その現状をやむを

得なく壊してしまうときは、必ず発掘調査を行い、どのような遺構、遺物があったかを

調査し、開発で壊れてしまう遺跡の記録保存をし、その成果を報告書などの形で公開す

るものとしているところが現状であります。本古墳につきましては、大変貴重なもので

ありますので、何らかの保存措置を講ずる必要があるとして、今後の方向性につきまし

ても、京都府等と協議をしていきたいと考えているところであります。 

このように文化財保護法に基づき、今後とも南丹市の貴重な文化財を保存していきた

いとそういう所存でありますので、ご理解と、また、今後のご協力につきましてお願い

申し上げ、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

  矢野議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１３１３１３１３番番番番    矢野矢野矢野矢野    康弘君康弘君康弘君康弘君）））） 新町木崎町線とか、あるいは本町の延伸であります新

町のほうへの延伸でありますが、予定がないというご返事でありましたので、再検討を

するというお考えでありましたので、それは結構で非常にいいことだと思っておるんで

すが、これを早くやらんと、規制がずっと続いていくわけであります。あの当時、線を

引いたときには同和対策事業が多くありまして、そのときに線を引いたものであって、

それでやっていこうかということであったと思うのですが、そんな時代では、ないわけ

でありますんで、早く廃止するものなら廃止し、そして規制を解いていただきたいなと

いうふうな思いをいたしておるところであります。そして、あれをしたところで経済効

果を考えるときには、あんまり経済効果は、なかろうと思いますので、その辺もよろし

くお願いいたしたい。 

それと、シンボルロードに多目的なものを今、今後、考えるということでありました

けれども、今では年１回でありますんで、やっぱりもっと、あの当時は、いろいろな意

見がありまして、朝市をするとか、いろんなことが言われておりました。それが今、年

１回だけでありますんで、３６億円を考えるときに、非常にもったいないなあという思

いをいたしておるところであります。 
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そんなんで、とにかく早く規制を解くためにも、やる気のないものは、早く解除して

いただきたい、それについて市長の回答をいただきたいと思います。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） ただいまご質問いただきました都市計画道路についての見直

しの件でございますけれども、先ほどもご答弁申し上げましたように、決定後、相当、

年数もたっておりますし、また、今の社会状況等も変化しておるわけでございますので、

これは先ほどご答弁申し上げましたとおり、十分な評価をし直さなければならない時期

に来ておるという認識の中で、進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、矢野議員の質問を終わります。 

ここで暫時休憩をいたします。再開は午後１時１０分といたします。 

午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時５８５８５８５８分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午後午後午後午後１１１１時時時時００００８８８８分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） それでは休憩をとき、休憩前に引き続き会議を続けます。 

  次に、１番、仲絹枝議員の発言を許します。 

仲議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１１１１番番番番    仲仲仲仲    絹枝君絹枝君絹枝君絹枝君）））） あらためまして、皆さんこんにちは。議席番号１番、日本

共産党・住民協働市会議員団の仲絹枝でございます。議長の許可を得ましたので、通告

書に基づき質問します。 

まず、１点目に子育て支援策としてスタートしたファミリーサポート事業について、

お尋ねします。センターの職員を１名増やし、センター専用の車が市内を走り、広報活

動を展開し、この事業も少しずつ市民に浸透してきていることと思いますが、ファミリ

ーサポート事業の現状と課題について、まずお伺いします。 

まだまだ事業の改善が必要だと思っています。７月におまかせ会員の交流会があり、

参加者から活動を通じて率直な意見が出されていました。また、交流会の資料には３月

から４月にかけてセンターが実施した会員アンケートの結果が添付されていましたが、

それには報酬に対して様々な意見が出されていました。一部紹介します。お願い会員さ

んからは、この制度を活用したいが、母子家庭で報酬が高くて利用しにくい。おまかせ

会員さんからは、お願い会員の負担を軽くするような支援金を出してほしいというもの

でした。本当に利用したい人のための子育て支援策となるよう、利用料に対する補助な

ども検討すべきではないかと思いますがいかがでしょうか、ご所見を伺います。 

次に、中学校給食について質問します。 

６月議会が終わってから、中学校給食だめみたいですねと、広報をみて落胆された若
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いお母さんから声をかけられたことがありました。また、子どもを小学校と保育所に通

わせているお母さん方と話す中でも、多くの方が中学校給食を望んでいることを知り、

中学校給食の必要性を実感しているところです。改めて、こういった皆さんの思いを受

け止めて教育長に質問します。平成１９年３月に策定された南丹市次世代育成支援行動

計画のアンケート結果について申し述べたいと思います。アンケートの中に充実してほ

しい市の子育て支援施策についての問いがあります。その回答はいろいろありますが、

中学校給食を実施してほしいが７割近くにも及んでいます。アンケートの結果を真摯に

受け止めるべきだと思います。この南丹市次世代育成支援行動計画の第４章、施策の展

開、第４、親子の健康づくりの推進の中の(４)、食育の推進の現状と課題として学校に

おいては、学校給食を通じて食の大切さを学ぶとともに、家庭の広がりが持てるよう食

育を推進しています。しかし、美山地区を除いた市内の中学校では、現在、学校給食が

実施されていません。アンケート調査の充実してほしい市の子育て施策を見ると、中学

校でも学校給食を実施してほしいで約７割の回答が見られます。今後、中学校において

も、給食を通じて、栄養のバランスなどについて学べるよう学校給食の実施を検討する

ことが必要になっていますと記載されています。今年は、計画の見直しの時期となって

おり、再びアンケートが実施されたとお聞きしています。今回のアンケートの結果につ

いては、時間の関係でお尋ねしませんが、先ほど申し上げた皆さんの声に耳を傾けるべ

きだと思いますが、いかがですか。弁当が親子の絆を保つという基本的な考え方がある

うちは、検討課題にもならないようですが、少なくとも食育の重要性を認識されている

なら、実施に向けて検討すべきだと思います。学校給食は、成長ざかりの子どもたちが

望ましい食習慣をしっかり身につけ、健康な成人になるための一助になると思います。

南丹市の子どもたちは、これからの健全な社会を形成してくれる将来の大きな財産です。

中学校給食についてのご所見を伺います。 

２点目に、障害者福祉について質問します。 

７月のはじめに南丹圏域障害者総合相談センターの結丹、京都府立丹波養護学校、養

護学校ＰＴＡ主催による南丹地域障害者福祉事業所説明会がありました。地域の相談機

関、福祉事業所の事業内容、取り組みについての紹介があり、福祉サービスの相互理解

を深める上で、関係者にとっては良い機会になったようです。当日、配布された説明資

料の中に質問と答えの欄があります。その中身を一部紹介します。高等部卒業後の地域

の事業所枠に対する不安が質問としてあげられ、その答えとして、地域の各機関と連携

をとり卒業生が行き場がなく、困ることがないようにしたいと記述されています。来年

度の丹波養護学校卒業生は、１８人。そのうち南丹市の卒業生は、３人とお聞きしてい

ますが、地元にある福祉施設に入れないのではという不安の声があがっています。養護

学校卒業後の進路問題が深刻になっています。障害が重いことで就業や企業等に雇用さ

れることが困難な在宅の障害者や生活指導、社会参加の必要な在宅の障害者にとって、

支援施設は、益々重要になっていきます。現在の利用者、今後、利用したいと思ってい
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る関係者に不安を与えないよう、市の障害者支援施設の中長期的な計画を早急に立てる

べきではないでしょうか、障害者支援施設の将来像を伺います。 

次に、障害のある方の生活の場となるグループホーム、ケアホームについて質問しま

す。 

障害のある子どもを持つ親御さんの最も心配なことは、親亡きあとのわが子の将来で

す。障害があっても安心して暮らせるような体制や地域づくりが求められており、グル

ープホーム、ケアホームも、これから必要になっていくと思います。障害者のグループ

ホームとして市営住宅を開放したり、市内にある遊休施設を活用してグループホームや

ケアホームとして使用できるような市の独自策を検討する考えは、ありませんか。グル

ープホーム、ケアホームに対する市の見解を伺います。 

多くの障害者は、障害者自立支援法により自立どころか生活の不安が増すばかりです。

障害があっても安心して暮らしていける南丹市の障害者福祉の充実を願うばかりです。

また、現在グループホームで生活している利用者にとっては、家賃が重い負担となって

おり、日々の生活が大変な状況です。家賃補助の検討と、グループホームを経営してい

る法人に対する市の独自支援策なども考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

最後に、市内交通網について質問します。 

私は、これまで何度も公共交通、バス問題について質問してまいりました。多くの住

民は、合併後の南丹市に公共交通の充実を期待し、いよいよそれが現実となる山陰本線

複線化工事の完成の時期が迫ってまいりました。この間、八木町の住民からは、バス運

行に向けて請願書が出され、現在、京阪京都交通園篠線の回送車利用による園部八木線

の試験運行が継続され、住民にとっては、貴重な移動手段となっています、７月初旬に

地域公共交通会議が開かれ、園部八木線が現在の運行内容を維持し、当分の間、試験運

行の延長を行うという方針が出され、承認されたとお聞きしました。この会議では、ほ

かにも市営バス路線、胡麻・志和賀線の路線延長についても協議され、承認されたよう

です。今回の地域公共交通会議で協議されたことが、以上の２点だとお聞きしましたが、

今後の公共交通のあり方などについて、いまだに提案がされていないのは、少し遅いよ

うな気がします。来年春の山陰本線複線化工事の完成は、地域住民も期待するところで

す。６月議会での地域交通バス問題の質問に対して市長は、南丹市は教育という観点で、

スクールバス運行が基軸で、バス運行を行っていること。また、２２年春の山陰線複線

化によるダイヤ等の詳細決定により、福祉、教育機関との連携を図り、バス交通を効率

的で利便性のある運行に努力すると答弁されています。ＪＲのダイヤ決定を待たなくて

も、市内の交通網をどのように充実させるかは、部内で十分議論がされてきたことと思

います。その中身を具体的にお聞かせください。 

公共交通の充実に向けては、既存の事業の見直しや関係機関との調整、新たな仕組み

の検討もされたのではないかと思いますが、いかがですか。 

明快なご答弁をお願いして、１回目の質問を終わります。 
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○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 仲議員の質問に対し答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、仲議員のご質問にお答えをいたします。 

ファミリーサポート事業についてご質問をいただきました。 

昨年１１月から開始をいたしまして、本年７月末現在で登録いただいております会員

の皆様方は、お願い会員３８名、おまかせ会員４４名、双方会員５名の皆様方でござい

ます。それぞれこのファミリーサポート事業に対しまして、会員の皆様方の深いご理解

をいただく中でご登録をいただき、活動をしていただいております。相互支援活動につ

きましては、マッチング件数が２５件、そのうち成立件数２４件、活動の主な内容とい

たしましては、保護者の仕事によるお預かり。また、保護者の用事によるお預かりや保

育所への送迎などでございます。こういった中で会員の拡大ということも、大変大きな

要素でもございまして、おまかせ会員講習会を本年度も１０月に第３回目として開催す

る予定をいたしておりますし、またお願い会員さんへの説明会は随時行っておるという

のも現状でございます。こういった中でご質問の中にもございましたように、アンケー

トを実施する。また、会員相互の交流や親睦を図るために、交流会の開催もいたしてお

るところでございます。また、これからも会員のステップアップ講習会等の開催も計画

をされておるところでございます。こういった中で、私ども行政といたしましても、社

会福祉協議会の皆様方にお任せしたということだけではなく、やはり定期的に行政との

意見交換をしなければならないということを念頭に置いて、今日までも開催をして、事

業の展開を図っておるところでございます。問題点、当然、多々あるわけでございまし

て、地域的な片寄りもございますし、この事業のＰＲ、また、会員の拡大を図っていく。

また、その利用の内容につきましても、それぞれのニーズも十分踏まえながら検討をし

ていかなければならないと思っております。先ほどのご質問にもございましたように、

利用料の問題等、制度的な問題についても、当然検討を加えていかなければならない点

が多々出てくると思います。ただ、おかげ様でこの利用していただいておる皆様方には、

大変よろこんでいただいておるということも承知いたしておりますので、この制度的な

充実、また拡大に向けて努力をしていかなければならないと、このように考えておりま

すので、今後とものご理解や、また、ご協力を賜りますように、お願いを申し上げる次

第でございます。 

次に、障害者福祉につきましてのご質問をいただきました。丹波養護学校を卒業され

る皆さん方の進路につきまして、養護学校におきまして、年間指導計画によりまして、

ご本人や、また保護者の方々のご希望をお聞きする中で、関係機関との連携を図りなが

らご指導をいただいておる現状でございます。２０年度の卒業生の中で、南丹市出身者

の状況は、障害者支援施設への通所が２名。一般就職が３名。農業に対するお手伝いが

１名という状況になっておるというふうに、認識をいたしております。今、ご指摘のご

ざいましたように、施設の受け入れ、また、一般就労への不安という声も十分承知して
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おりますし、この、とりわけ障害者支援施設の事業の充実、また発展運営というのは、

大変重要な課題であるというふうに考えております。もちろん行政といたしましては、

その一般就労への促進するための障害者雇用率制度の周知徹底。また、雇用促進に向け

た啓発活動の重要性、こういうことを十分認識をいたしておりますし、これからも養護

学校やハローワークとも連携しながら、できる限りの努力をいたしていきたいというふ

うに思っておるところでございます。 

また、グループホーム、ケアハウスの課題につきましてご質問をいただきました。 

平成１９年３月に制定いたしました障害者福祉計画におきましても、自立と社会参加

ということを目標にして、地域において、安心して暮らせる社会の実現を目指し取り組

んでいくということになっておりますし、努力をいたしておるところでございます。こ

ういった中で、ご指摘のございましたように、グループホームやケアホームというのは、

大変重要な施設であるというふうに認識をいたしておるところでございます。グループ

ホーム、ケアホーム、それぞれ設置について、事業者が主体となって設置され、運営を

していただいておるわけでございます。こういった中で自立支援法の課題も、今、おっ

しゃっていただきましたけれども、それぞれの施設がやはり健全で、また、持続的な運

営、また事業展開ができますように、共に力を合わせて努力をしていかなければならな

い、こういうふうな気持ちで取り組んでおるところでございます。今、やはり専門的な

知識、経験を有する皆様方が、この設置者として努力をいただいておるわけでございま

すので、私どもとしては、この事業者の皆様方と力を合わせて、この充実に努めていき

たいというのが、現状の私どもの考え方でございますので、ご理解を賜りますようにお

願いをいたします。 

また、市内交通網の問題につきましては、それぞれ議会ごとにお話をさせていただい

ておるわけでございますけれども、ご質問の中でもおっしゃっていただきましたように、

ＪＲ山陰線の複線化、まさに目前に迫ってまいったわけでございますけれども、ただ、

まだ、ダイヤの具体的な内容、この点についての公表がされておりません。私どもも、

やはりこの点を一つの基本として、それぞれの体系を構築していかなければならないと

いうようなことで、今、当然、市役所内部でも様々な論議、積み上げをいたしておるわ

けでございます。こういった中で、先ほどご指摘のいただきました南丹市地域公共交通

会議におきましても、園部八木線の運行開始、また、明治国際医療大学付属病院までの

運行の延伸、こういうことも実施させていただいたところでございますけれども、この

来年春という一つのスタート地点に向かって、市民の皆様方のお考え方、また、ニーズ

も十分踏まえながら通院等の関係、また、福祉としての観点、また、地域振興といった

観点、こういった様々な観点も十分踏まえる中で、公共交通の利用促進、利便性の向上

に努力をしていきたいとこのように考えておるところでございます。当然、今日までの

スクールバス運行というのは、基本になるわけでございますけれども、この点を十分踏

まえながら、このＪＲ山陰線の複線化後のダイヤ設定、この内容も踏まえる中で、それ
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ぞれこの形を明らかにさしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜り

ますようにお願いをいたしまして、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

牧野教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 仲議員の学校給食にかかわって答弁をいたします。 

現状としては、基本的な考え方は今までに答弁してきたと同様であります。中学校給

食未実施校３校あるわけでありますが、親と子の絆を深め、家庭内のコミュニケ－ショ

ンを図る中で家庭教育力を強化する、そういう観点から家族の一員である自覚と、親へ

の感謝の気持ちを促す弁当持参による昼食の意義を踏まえて、また、確かな学力や生き

る力を育む学校本来の目的を達成するための円滑な学校運営上の配慮から、現在、弁当

による昼食を家庭のご理解とご協力を得ながら実施しているところであります。学校、

教育の本来の目標である、質の高い学力の育成に代表される生きる力の育成を図りなが

ら、その結果を出していく。そのことが今日求められている、そういう状況の中にあっ

て、学校運営、教育課程を管理していく、そのことを重点に置くことが求められている

のでは、ないかとこのように思っております。そういう状況の中で、食育の重要性は十

分認識をしているところですが、家庭教育及び生徒指導の重要性も勘案しながら、また、

社会情勢の厳しい状況の中にあって、学校は、子どもを中心に考えていくところである

というような状況から、食が満たされない生徒等の状況把握に努めつつ、今後、望まし

い給食のありようについて、引き続き検討課題としてまいりたいので、ご理解賜ります

ようお願い申し上げ、答弁させていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

仲議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１１１１番番番番    仲仲仲仲    絹枝君絹枝君絹枝君絹枝君）））） 答弁を受けまして、再質問します。 

まず、ファミリーサポート事業についてでございます。 

先ほどアンケートの一部を紹介させていただきました。こういった市の制度でござい

ますが、誰でもやはり利用しやすい制度であってほしいっていうのは、当たり前の思い

で、利用料を少しでも安くすることで、もっと多くの人が利用することができるように

なるのではないかと私自身は思っています。また、地域間格差もあることは、承知して

いるところですけども、特にこの園部地域で、また、八木地域で保育所の送迎に、どう

してもこの事業を利用したいっていうマッチング、私も会員の一人なので、マッチング

すれすれで、できない状況もあったこともあったのですが、やはり本当に住民にとって

の使いやすい制度の構築を、私は作っていくべきだと思います。また、利用される方の

中には、長時間の預かりとか、継続的な預かりをすることによって、割引制度なども導

入してほしい。こういった声もある中で、再度、この事業に対する市の支援策をお聞き

したいと思います。 

次に、中学校給食。 
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毎回、私もしつこく質問しています。答弁も同じような中身で非常に残念な思いがす

るわけでございますが、改めて、全国では、７５％の学校が、中学校が完全給食を実施

していることや、また、先ほど紹介しました、１９年度の次世代育成支援行動計画のア

ンケートの結果等を受けても、やはり中学校給食を美山中だけでの実施に留めず、１日

も早くほかの３町に広げるべきだと思います。そういった点では、八木、日吉において

は共同調理場で、現在、小学校の給食を実施しているとこころでございますが、各調理

場の能力と現状について、少し詳細にわたってお聞きしたいと思います。 

そして、障害者福祉に関してですが、先ほど市長からは、一定、障害者福祉に対する

ご理解を得るようなご答弁もあったようにも思いますが、この南丹市立の支援施設に対

して、来年度の卒業生が本当にどうなるかっていう不安の声があるわけでございます。

その辺では、先ほど質問させていただきました、中長期的なこういった支援施設に対す

るビジョンを明確にされなければならないと思いますが、いかがですか。そして、何よ

りも南丹市の障害者福祉、市の将来ビジョンがなかなか見えにくいっていうのが多くの

関係者の方の声でございます。一人の障害者に対するトータル支援と申しますか、総合

的な支援ができるような福祉施策を求めていきたいと思います。 

最後に、公共交通に関してですけども、いよいよ複線電化完成する中で、本当に自分

たちの移動する権利が保障されるのかというのが、多くの住民の方の声でございます。

この間、福祉的な中身や、また、混乗方のスクールバス運行で、この南丹市は、住民の

移動する権利を保障してきたようなところがあったように思いますが、真の交通弱者の

ためには、公共交通の充実は、絶対に図っていかなければならないと思っています。独

居老人が増え、社会参加が少なくなる中で、場合によっては、認知症につながったり、

また、病気を発生するようなことになるかと思います。公共交通を充実させて、健康な

高齢者がこのまちに生きる。そのためにも公共交通は必要で、それは、また、医療費の

抑制などにもつながっていくのではないかと思っています。この南丹市で高率的で機能

的な交通体系を作っていくために、部内で協議されているということですが、この問題

に限って、専門的に協議するような部署があるのかないのか。また、どういった方々で

議論されてきているのか、お尋ねします。 

先ほど申しました地域交通会議について少し申し上げたいと思います。 

この地域公共交通会議は国土交通省中部運輸局がホームページに載せています。その

中身について一言申し上げます。この地域公共交通会議は、原則は、公開制となってい

ます。ところが、この南丹市地域公共交通会議の設置要綱には、その原則公開という条

文がございません。道路運輸法の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活

に必要なバスなどの旅客運送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即

した移送サービスの実現に必要となる事項などを協議する。これが、この交通会議の目

的でございます。そういった中で、この会議は、本当に南丹市の中では、重要だと思っ

ています。原則公開で行うべきではないかと思いますが、その点もご答弁をお願いしま
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す。 

そして、何よりも話されてきた中身を情報公開していただきたいと思っています。 

ただいま申し上げました質問に対して、ご答弁お願いします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） ファミリーサポート事業につきましてのご質問でございます。 

昨年１１月から活動を開始いたしたところでございます。今、まだ１年も経過しない

わけでございますが、様々なご要望があることは十分承知しております。こういった中

で、やはり会員の皆様方のそれぞれの声を踏まえる中で、制度も含めての検討をしてい

かなければならないというのが、先ほどの答弁の趣旨でございます。当然、利用料って

いうのは、利用者にとっては、低いほうがいいに決まっています。しかしながら、今の

現状の中で、やはり利便性も考え、また、経費的にも支えられる部分、この部分につい

てもどのような構築ができるのか。様々な検討を加えながら、この制度の充実に努力を

していかなければならないと、このように考えております。 

次に、障害者福祉につきまして、養護学校卒業生の方の中長期的な課題についてどう

考えておるのか。市としても当然、障害者福祉の充実のためには長期的な構築をしなけ

ればならない。これは福祉計画の中にもうたってあるとおりでございます。特に、養護

学校卒業生の方々の進路につきましては、当地におきましては、丹波養護学校の皆様方

が大変なご尽力をいただいておりますし、関係の機関とも十分な連携を取る中で、やは

り長期的な視野に立っての進路指導等についてもご尽力をされております。こういった

中で、私どももそういうような、もちろんお一人おひとりの形の中で、すべてのニーズ

に応えられる。これは理想でございますけれども、それに近づきたいと言うふうに思っ

ております。ただ、やはりこれだけ広域のエリアを有する地域であります。それぞれの

方々のニーズに沿う中で、できる限りの努力を、養護学校をはじめとする、関係機関と

も連携をとりながら、よりよき形になっていくように努力を続けていきたい。ここにお

きましては、やはり福祉計画の着実な推進を図っていくことが大事だというふうに考え

ておりますので、今後とものご理解やご協力を賜りますように、お願いを申し上げる次

第でございます。 

次に、バス交通網の問題でございますが、ただいまご指摘をいただきました地域交通、

公共交通会議、この情報公開につきましては、この次回の会議の際にでも、公開につき

まして検討をいたしていきたいというふうに考えております。ただ、こういった中で、

私ども、まさにこのバス交通ということにかぎるだけでなく、公共交通、とりわけ福祉

の面、また、教育の面、これはもう市役所全体にかかわる部分として、大変広い視野で

考えていかなければならないと思っております。すなわち、この課題というのは、まさ

に高齢者層が飛躍的に拡大しておるという中での大変な、現実的に大変利用者数もこの

部分での拡大が見込まれる中でございます。こういった中で、この人々にとりましても、
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まさに交通弱者と呼ばれる方に利便性を高める。また、乗ってもらえなければ運行がで

きないというのも、これ事実でございますので、この両面も踏まえ、有償交通や、また

福祉施策、こういったことも含めて検討を今、いたしておるところでございます。繰り

返すようでございますけれども、このＪＲ山陰線の複線化後のダイヤ内容、これが実は、

まだ大枠のところも、まだ公表されておりません。これによって、まず一つの大枠が固

まってまいりますので、これに対応する形での検討を加えなければならないというふう

に思っております。これが発表されましたら、できるだけ早い時期に、この来年春から

の公共交通としての市の概要を明らかにしていきたいというふうに考えておりますので、

ご理解を賜りますようお願を申し上げます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 共同調理場の食数にかかわってというようなお尋ねでございま

すが、八木、日吉ということですが、未実施校の園部にかかわっても、ご説明をさせて

いただきたいとこのように思っております。 

三つの共同調理場につきましては、厨房方式につきまして、いずれもフルドライシス

テム方式で実施をしているところであります。調理の能力については、このことについ

ては、施設の限界という状況ですので、この食数を出すのについては、施設の補強を場

合によっては、伴うということがあり得るとは思いますが、八木においては、７００食、

そして日吉においては、５００食、園部においては、２，０００食を調理能力としてい

るところであります。そして、この５月の１日の現在ですが、いわゆるどれだけ食数を

出しているかという状況ですが、八木については、４４６食、そして日吉については、

３１５食、そして園部については、１，０４５食を出しているところであります。そう

いう状況で、一定、この実施予定ということについては１４０回程度、現在のところ回

数の予定は１９１回でありますが、そういう状況で食数、あるいは、調理能力として、

そのような状況であるとうことでご説明申し上げて、答弁にかえさせていただきたいと

思います。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 仲議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１１１１番番番番    仲仲仲仲    絹枝君絹枝君絹枝君絹枝君）））） 最後の質問です。 

まず、今の給食の問題ですけども、いずれ少子化の中では作る食数が減っていくと思

います。各調理場での中学校給食の実施に向けて、いずれは、そういう時期が訪れると

思ますが、その辺での見通しを、もう一度お尋ねしたいと思います。この頃だったら中

学校給食もできるようになるであろうといった中身でございます。 

それと、障害者福祉施設の関係でございますが、私立の支援施設が本当に溢れんばか

りの状況で、また、重度化していく中で、この施設を充実させるために、具体的なビジ

ョンを持っていかないといけないと思いますが、先ほどの市長のご答弁では、もうひと

つはっきりした中身というか、内容が十分ご存じない中でのご答弁だったように思いま

すので、福祉部長に改めて、同じ中身で質問したいと思います。 
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最後になりますけども、地域公共交通会議、次回から情報を一定公開するということ

でしたけれども、次回の地域公共交通会議がいつ開催されるかもお尋ねいたしまして、

質問を終わらせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） まず、地域交通会議でございますけれども、ダイヤ改正後、

概要が明らかになった時点で、その開催について協議をさせていただくという予定にな

っております。 

それと、ただいまのご質問の中で、市長が内容が分からなくて答弁されておるという

趣旨の発言があったように思いますが、大変この発言というのは、遺憾に思います。抗

議いたします。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 教育長。 

○○○○教育長教育長教育長教育長（（（（牧野牧野牧野牧野    修君修君修君修君）））） 中学校給食の実施の時期というような状況の確定的なことを、

ここで申し上げられるということは、大変難しい状況にあろうかなとこのように思って

います。共同調理場、申しましたように、この施設を作るときにおきまして、現状で中

学校給食も実施できるようにという余裕を持って、施設を造っているわけでありまして、

そのときから中学校給食を排除した考えは持っていないわけであります。そういう意味

合いでは、その共同調理場に中学校分が、その時点での児童生徒数を勘案して余裕を持

って食数が出せるようにということで、この共同調理場については、造ったというよう

な状況があります。ただ、さっきからも申しますように、やはり学校というのは、子ど

もの健全な育成と、やはり高い質、能力をつけさせるということをないがしろにすると

いうことは、あってはならないことだとこのように思いますし、また、今日の子どもの

現状なり生徒指導の状況から見て、親の支援なり親の、やはり支えをいうことの中で、

子どもたちが育っていくという状況が大事であろうとこのように思います。 

ちなみに、その子どもたちの実態というような状況ですが、この２月に現在の中学校

２年生及び３年生が中学校１年生、２年生のときに実施をしました、いわゆる南丹市独

自の調査でありますが、いわゆるいろんな項目がある中で、「習い事やスポーツ学習等

で、自分が立てた目標を達成できるよう家族が応援してくれますか」というような状況

を見たときに、南丹市の子どもたちにつきましては、４％から５％、全国的な状況より

も低い状況にあります。そして、また、「家族は自分のことを気にかけてくれていると

思いますか」というような質問に対して、やはり南丹市の子どもたちは、２．２％から

３．６％低いというような状況があるわけであります。そういう意味合いから見て、や

はりこの弁当の昼食というものも、一定、私は、意義のあることではないかなと。です

から中学校給食を否定するということではなくて、やはりこういう親子の絆の現状とい

うことが、やはりこの弁当によって、支えられているいう側面もあろうと思います。こ
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ういうような状況の中で、やはり今、中学校給食を導入していくということについては、

質の高い学力等が求めている今日の現状から見て、やはりこのことは、試行錯誤で実施

ができるようにという状況でなくて、導入したときから適切な運営を行えるというよう

な状況が必要ではないかなと、このように考えるわけであります。そういう意味合いか

ら、学校の運営ということにつきましても、本年度学校評価制度を入れまして、そうい

う意味合いから見て、それぞれの各分掌で計画的に実施をしながら、そして、その成果

を評価していくということで、より組織的な運営がなされるような状況で、学校体制を

評価できるような状況で進めているということも事実でございまして、そういう総合的

な状況の中で、やはり子どもの実態というのは、この厳しい社会情勢を反映してくるだ

ろうと、このように思っておりますので、やはり子どもの実情というような状況も踏ま

えて、私たちは、総合的な状況で考えてまいりたいとこのように思いますので、ご理解

賜りますようよろしくお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 福祉部長。 

○○○○福祉部長福祉部長福祉部長福祉部長（（（（永塚永塚永塚永塚    則昭則昭則昭則昭君君君君）））） 障害者の皆さんに対してのいろんなお話をいただきました。

その質問にお答えをしたいというふうに思います。 

丹波養護学校の卒業生の件につきましてですが、昨年度も学校長なり、進路指導部長

さんともお会いをして、いろいろとお話も聞かしていただいておりますし、現状につい

ても南丹市の状況だけじゃなくて、卒業生全体の状況も聞かせていただいているような

状況でございます。市長からもありましたように、できるだけの支援をしていくという

のが市の考えでもございますので、今後とも、十分学校とも協議をして進めていきたい

と言うふうに思います。 

それと、障害のある方全体に対しての考え方ということでございますけども、市のほ

うとしましても市長を先頭に、重要な障害者施策というのは、位置づけをもちろんして

おりますし、市長にも十分理解はしていただいているというふうに思っております。そ

んな中で、市長からもありましたように障害者福祉計画を基本にして、推進をしていく

ということは、基本的なことでありますけども、それ以外に団体等で作っていただいて

おります地域自立支援協議会、その中で各種団体ですとか、いろんな活動をしていただ

いてる方のお話を直に聞かせていただいて、それぞれが課題を出し合う中で、今後どう

していくかという具体的な方策も検討していただいております。その中にはありました

ようなグループホームの問題ですとか、ケアホームの問題、それから障害者支援施設の

問題、様々な問題を協議会の中でも小委員会を作っていただいて、２２年度に向けまし

て今、協議をしていただいております。市としても、障害計画に基づく計画と併せまし

て、重要な施策として、今後も取り組んでいきたいというふうに思っております。 

まだまだ十分だとはもちろん思っておりませんので、重要な施策として考えておりま

すのでご理解いただきたいのと、それともう一つの動きとしては、先ほど継続した支援

というお話がありましたけども、これまで、それぞれ単独で施設ですとか、団体で動い
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ておりましたのを、地域のネットワーク会議、障害者ネットワーク会議というのをそれ

ぞれの地域で、今、新しく作りまして、小さい子どもさんから就学前から学校、つなが

るような、就労までつながればいいんですけども、そういうような一人の方に対してで

も、ずっと見守っていけるような、そういうネットワークを支援をしていくというよう

な動きもしておりますので、さらに充実をさせていきたいというふうに考えております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、仲議員の質問が終わりました。 

次に、１４番、森嘉三議員の発言を許します。 

森議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１４１４１４１４番番番番    森森森森    嘉三君嘉三君嘉三君嘉三君）））） 改めまして、こんにちは。丹政クラブ所属の１４番、森

嘉三でございます。議長のお許しを得ましたので、通告にしたがいまして質問をさせて

いただきます。 

世界的な経済状況の悪化により、国においても様々な見直しや経済効果の取り組みが

されているようですが、私たちの生活までには、なかなか届かず、日々の暮らしの中で

不安を抱えている人が多く、何とか、この生活状況を変えてほしいという国民の大きな

期待の声が、今回の選挙の結果ではなかったかと思います。南丹市においても、財政状

況は依然として厳しい中でまちづくりが進められていますが、新市建設計画や総合振興

計画で掲げた計画がこの４年間でどれだけ達成できているのか。しっかりと検証した上

で、新しい国の政策、また、方針を十分に見極めた上で、私たち市議会議員も残された

任期の半年間を、市民の皆さんの生活を守り、少しでも安心して生き生きと暮らしてい

けるまちづくりに努めていかなければならないと、改めて感じたところであります。そ

れと、今回の議会には、平成２０年度の決算も提案されており、自治体の財政健全度を

示す指標として、実質的な借金の負担を示す実質公債比率は、１９．７％となり、去年

よりも、また、悪くなっている状況です。そんな中で問題として抱えている借金を少し

でも減らすための政策、施策、また、財源の確保に向けた収入の増加になるような取り

組みにつながるように、南丹市の保有地の対応について質問をさせていただきます。併

せて９月は、敬老月間として、各地域でも敬老祝賀会や記念品の贈呈など、お年寄りを

敬い、感謝するお祝いの行事が多くありますが、南丹市においても高齢化社会といわれ

る状況の中で、まだまだ地域を支えていただいている方は７０歳を超えた方々の力が大

きいのではないかと思います。これからも健康で長生きをして地域を守っていただくた

めに、二つ目の質問は、高齢者福祉についてお伺いしたいと思います。 

それでは、まず、最初の質問は、南丹市の所有地の有効な処理と活用についてであり

ます。 

この件については、平成２０年６月議会で質問をさせていただき、佐々木市長以下、

副市長、参与にもそれぞれ答弁をいただいたところであります。それ以後、担当部局で
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取り組んでもらっているようですが、借金は、できるだけ早めに返す。また、持ってい

る土地は、少しでも早く処分したり活用したりするというのは、当然のことでもあり、

いつまでも置いておいて借金だけ増やしていくということは、民間では、とても考えら

れない、考えないことです。私たち議員としてもできることは、支援しますので、現在

の状況と今後の対応についてどうなるのか、お伺いしたいと思います。 

前回の質問したときは、南丹京丹波土地開発公社の保有地として１３万９，２１１平

米の保有地があり、債務の負担額として、３７億６，５３３万円が残っております。そ

のうち支払い利子が約８億円もあるということで、市の財政を圧迫しているということ

を聞きました。そのときに市長からは、新たな処分も視野に入れて早急に対応しなけれ

ばならない。また、副市長からは、用地変更も含めた有効利用を検討し、金利の負担軽

減に努めたいとお答えをいただいております。また、参与からは、道路改修に向けた取

り組み、また、駐車場としての用地としての検討やⅠターンなどによる定住促進による

販売を地域あげて取り組んでいくということ。また、早期の解決に向けて、組織的な体

制づくりも必要であり、全力で取り組んでいくというような答弁をいただております。

当初の目的事業への達成が見込めないことから、長い間放置状態にあるということで、

すぐに対応することは、なかなか難しいとは思います。ほっておいても１年で約６，５

００万円の金利の借金が増えていくという状況は、財政が厳しい中で無駄な金であり、

大変なお金であります。１日でも早く有効な対応をしていく必要があります。現在の状

況を見ますと、園部地域の保有地について、一般向けの土地については、先日、一部販

売ができたようです。約４，５００万円ほどの収入になったようでございます。日吉町

での工場誘致用の大規模の土地については、一向に手がつかずという状況だと聞いてい

ますし、逆に利子が増えていく分により、借金が増加している状況だと思います。具体

的に例をあげますと、園部町分としては、３万７，０００平米、八木町分として２万５，

０００平米、日吉町分では、６万６，０００平米、また、美山町においても９，０００

平米などがあります。それぞれ対応について、現在の状況は、具体的な進捗が見られな

いように思いますが、いかがですか、お伺いいたします。 

これまで旧町でもご苦労いただいてきたように、早急に何らかの対応について方向を

決定し、いつまでもというように期限を区切って、計画的に対応していくことが南丹市

の財政にとっても、今後の財政見通し、また、財政計画が立てやすいのではないかと思

います。特に販売の見通しのない日吉町の広大な木住の山林、工場用地などは、今、南

丹市に必要な施設として、例えばですが、課題になっております火葬場をそこへ持って

いったらどうかというような、市として有効に活用をしていくことを検討していくのも

対応の一つだと思います。現在は、南丹市の公有財産処理の検討委員会で協議を進めて

いくことになっているようですが、やはりどうしても早くやりとげるというためには、

このことを専門的に担当する部署を作って、市役所全体、また、民間業者と調整したり

する位置づけも必要ではないかと思います。市として課題になっていることは、集中的
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にやらないと、結局はどこに責任があって、どう取り組むかがはっきりしないことで、

ずるずると先延ばしになっていると思います。現在の取り組み状況と今後の方針につい

て、はっきりとお聞かせをいただきたいと思います。 

併せて今回、土木費の補正予算として提案されました小山東町の土地区画整理組合の

土地のことについてお伺いいたします。 

ですが、今回、議会の中で産業建設委員会に付託をされておりますので、園部町から

現在の南丹市に至るまでのその事業については、言いますと、また、いろいろ問題が起

きると思いますので、それは抜かしていただきます。私が今、思いますのは、ただ、南

丹市が関係する保有地が、今まででも説明しましたように、保有地がたくさんあります。

処分ができずに困っている中で、また、新たに組合で販売してきた土地を、売れないか

らといって南丹市が買い戻して保有するということは果たしていいのかどうか。これが

市民に対して説明がつくのかどうかということなのです。それと、買い戻しに充てる財

源の件ですが、まちづくり基金から、まちづくりの特定財源の１億９，０００万円を取

り崩すということです。これは、私たち園部町の住民にいたしましては、まちづくりの

大切な、大切なお金なんです。このことについて、このお金をそれに使うということは、

本当に必要なのか。一番その今、必要なのかということは、どういうふうに説明される

のかということをお伺いしたいと思います。 

このまちづくり基金は、園部地域の市街地再開発に必要な経費分として、市になって

からも新たな負担がでないように、一定の目的をもって積み立てた基金として、旧園部

町から引き継いだものだと聞いております。１億９，０００万円という多額の取り崩し

にするなら、今の園部町地域のまちづくりという本来の目的である基金をすべて使って

でも、課題となっている市街地地域の整備を１日でも早く進めていただき、まちのにぎ

わいを取り戻していただきたいと思います。先日の選挙で政権も変わりまして、いろい

ろな問題が起きております。交付金の問題、補助金の問題等いろいろ切るとか、延ばす

とか、止めるとか、いうことがいろいろささやかれております。そのことがこの、今や

っております本町の土地区画整理組合、国道９号線の拡幅等に関係してくるのではない

だろうかということで、我々市民としては懸念をいたしておりますが、市長の見解をお

伺いしたいと思います。この前に議員さんがお伺いしたまちづくりについて２３年に完

成さすと。間違いなしに財源もあるというようなお話がありましたけれども、それが本

当に今、こう言えるのかどうかということが、まちの町民としては心配の種であります。 

それから聞きますと、私もはじめてこの間の資料の中から見ました、５月１９日に。

市長はその組合の理事長に替わられております。５月１９日に組合長になって、すぐに

そのまちづくりの基金を使って、その買い戻しをするということが、一般の市民が聞い

てどういうふうに受け止めるか。それも心配の種でございますので、そのことについて

も市長の見解をお伺いしたいと思います。 

買い戻すことは、南丹市の将来にとって本当に一番ええ方法なのか。ほかに方法がな



 - 39 - 

いのか。将来の負担が増えるだけにならないのか、十分に精査をしたのちの適切な対応

なのか、目先のことだけでなく、将来的なことも考え、間違いのない結論を出すために、

しかっりとした判断が必要だと思います。南丹市の財政の健全化に向けても大きな課題

ですので、少しでも借金が減り、南丹市の財政が安定し、市民の生活や福祉や教育など

に予算が回せることにより、市民の皆さんが安心して暮らせる地域になることを祈って、

市長の方針について伺いたいと思います。 

続いて、二つ目の質問として、高齢者の福祉対策について質問をさせていただきます。 

南丹市の人口を見ますと、２１年８月現在で人口は３万４，９１１人と合併時から約

１，１００人減少する中で、６５歳以上の人口は、１万２５４人と約３００人増加し、

７５歳以上の方が５，７２５人で、全体の約１６％となっている状況のようです。美山

地区だけを見てみますと、１０人のうち４人の方が６５歳という高齢化の状況になって

きているようです。しかし、現在の状況では、６５歳というと、まだまだ現役で、私を

含んででございます。ばりばり活躍していただける方は、多く、７５歳以上の方でも地

域や団体などで中心になって活動していただける方がたくさんおられる状況ですが、今

後、益々高齢化社会が進む中で、南丹市のお年寄りに対しての施策がどう進められてい

くのか、気になるのは、当然のことだと思います。特に、高齢者福祉に対しての暖かい

取り組みは、一人暮らしや高齢者だけで暮らしている世帯、また年金生活で切り詰めて

暮らしている方も多くある中で、老々介護の問題などを含め、支援を必要とされている

方への対応は、市として重要な施策であると思います。幸い南丹市では、長生園や、は

ぎの里、ラポール八木、ふないの里、やすらぎホーム、こぶしの里など全国的にも高齢

者の施設が充実しており、社協やシルバー福祉センターの活動も含めて、暮らしやすい

まちとなっています。市としても、この高齢福祉施設に対して、今後もどのように考え、

お年寄りが生き生きと暮らしていけるだけのための重点施策として、どう取り組んでい

くのか伺いたいと思います。 

それと、今回の選挙で、様々な新しい国の動きが出てくることがマニフェストにもあ

げられており、政治の責任で国がやるべきこととして、年金の問題や医療、また介護な

ど、地域で生き生きと暮らしていける政策が打ち出されようとしていますが、地方自治

体、また、市民への影響や効果など、どのようになっていくと受け止めているのか、市

長のお考えを伺いたいと思います。 

お年寄りが暮らしていくためには、足の確保、移動、交通の問題もあります。老人ク

ラブの会員さんからのお話でも、買い物や病院、また、駅まで行くのに、もう少し便利

になればいいのにという願いもお聞きしたことがあります。やはり閉じこもらずに少し

でも家の外へ出かけていくことも、元気に暮らしていただくためには、必要なことだと

思います。私たちがふるさと南丹市に安心して暮らせ、子どもからお年寄りまで、それ

ぞれが健康で生きがいを持って過ごせ、まちがいつまでも活力ある心温かいまちとなり

ますように、私たち議員も努力していきたいと思っていますので、市長の熱い気持ちと
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お考えをお伺いして、私の第１回目の質問とさせていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 森議員の質問に対し、答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、森嘉三議員のご質問にお答えをいたします。 

南丹市の所有しております土地等の問題につきまして、ご質問をいただきました。 

ご質問の中にもございましたように、長期にわたる保有しております土地の処分、こ

れは市財政にとりまして大変大きな課題であるというふうな認識の中で、本年１月２２

日に、南丹市公有財産等処分に関する検討委員会から、この基本方針策定に向けてのご

提言をいただき、２月に基本方針、そして、年次計画を策定いたしたところでございま

す。この方針や年次計画に基づきまして、土地開発公社所有地、また、遊休普通財産の

処分等に積極的に取り組んでまいっておるところでございます。債務負担行為でござい

ます市街地再開発事業では、土地開発公社保有地を本年３月に買い戻し、他の遊休普通

財産とともに一般競売を行い、売却処分をいたしました。これらの売却代金につきまし

ては、他の土地の貸し付け料等も併せまして、今議会におきまして一般会計補正予算の

財産収入として計上いたしております。土地取得事業特別会計へ繰り出し、土地開発基

金に積み立てるという形になっております。これによりまして、市街地再開発事業の債

務残高につきましてはゼロ円という形になりました。債務負担行為でございます内環状

線ほか１線の用地取得事業におきましては、土地計画街路事業、用地の代替地として本

年３月に土地開発公社保有地の買い戻しをいたしました。これによりまして、内環状線

ほか１線の用地取得事業の債務残高もゼロとなりました。また、債務負担行為でござい

ます。土地開発公社によります公共用地先行取得事業、これは小山東町平成台の大区画

の部分でございますけれども、この１筆につきまして、京都地方法務局の園部支局が平

成２２年の秋を目途に移転することを、決定をしていただきまして、この土地につきま

して、土地開発公社から買い戻しを行いました。新庁舎の建設期間中は土地の賃貸借を

行うということになっておりますので、今議会におきまして土地貸付料を補正予算とし

て計上し、土地取得事業特別会計へ繰出し、土地開発基金に積み立てをいたしておると

ころでございます。債務負担行為でございます土地開発公社による都市計画事業用地取

得事業では、国道４７７号の道路改良工事の代替地として売り払うため、土地開発公社

から代償土地１筆の買い戻しを行います。今議会におきまして、補正予算として土地開

発基金を財源として買い戻し、代替地の売払い代金については、土地取得事業特別会計

に繰り出し、土地開発基金に積み立てをすることといたしておるところでございます。

このように大変厳しい社会情勢の中ではございますけれども、やはり市有地等の有効活

用とともに、やはり処分できる部分は、できるだけ早急に取り組まなければならないと

いう思いの中で、今、努力を続けておるところでございます。こういった中で、長年に

わたりまして、工場用地等において、そのままの状態であるということで、大変厳しい

状況もあるわけでございますけれども、ただいまご提言もございましたが、様々な用途
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に活用できるというふうな観点からも、私どもそういうふうな工場用地につきましても、

お話があれば検討していただくような形を常日頃から心がけ、努力をいたしておるとこ

ろでございます。 

次に、小山東町土地区画整理組合の保有地についてのご質問がございました。 

この点につきましては、先の提案説明の中でも申し延べておりますけれども、昭和５

４年に提示されました京都府住宅供給公社の団地開発計画案が出されまして、また、昭

和６３年に建設省より指定を受けました生涯学習のむらという指定を受けました。これ

までいくつかの整備構想や整備計画が進められてまいったわけでございますけれども、

その開発計画につきましては園部町が開発を進める計画をいたしておったわけでござい

ます。こういった中で、行政負担の軽減という中で、組合施行による土地区画整理事業

に変更されたものでございますけれども、今日まで組合としても保留地の販売に努力を

いただいてまいりました。ただ、現在１３区画の保留地が残っておる状況でございます。

先ほどもご質問の中でもございましたように、この区画整理事業、長年にわたる歴史が

あるわけでございますけれども、私はこの区画整理事業、旧園部町におけるまちづくり

の基幹事業として位置づけられ、実施されてきたものであるというふうな認識をいたし

ておるところでございます。こういった中で、現在、保留地が残っていることは旧町の

まちづくりを行う上での大きな課題でもありましたので、今回、南丹市としてこの課題

整理をするために、９月議会において補正予算計上をさしていただいておるところでご

ざいます。こういった中で、先ほどご質問の中で、理事長として、私もこの旧園部町を

引き継いだ南丹市の市長として、この課題につきましては、市として責任があるという

思いの中で理事長に就任をさしていただいた次第でございます。私自身そういう思いを

持って、この小山東町区の土地区画整理事業というのは、できるだけ早く完了させてい

きたい。こういった中での思いをいたしておるところでございます。この具体的な内容

につきまして、ただいま、様々ご意見をいただいたわけでございますけれども、当然、

このまちづくりの基幹事業としての位置づけをやっておりますので、まちづくり基金、

こういうようなことを使わしていただく中で、早急にこの販売を促進し、できるだけ早

く終結することが、私どもに課せられた責任であるというふうに認識をいたしておると

ころでございます。こういった中で、今回、この取得をさしていただいたということに

なりましたら、現在の土地開発公社の用地も含めまして、早急に販売計画の立案をして

いかなければならない。このように思っております。今、具体的な内容といたしまして

は、この土地開発公社の用地も含めまして、宅地分譲価格の見直しを行わなければなら

ないと思っておりますし、先ほどご質問の中にもございましたように、やはりこの専門

的な知識を持っておる、宅地販売を促進するためには、こういう方が必要であるという

ふうに思っております。市役所の中にこういう方を採用する中で、販売宣伝活動、また、

社団法人京都宅地建物取引業協会の皆様方をはじめとする今日までの連携をいただいて

おります皆様方とともに、民間の皆様方とも連携、調整を図る中で、この販売を積極的
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に進めていかなければならないとも考えておりますし、また、この周辺地域を含め生活

の利便性ということを、地域住民の皆様方からもおっしゃっていただいております。ま

た、この販売を促進する上では、大変これは重要な要素であるというふうに考えており

ますので、商業施設の誘致も早急に検討していかなければならないと考えております。

また、この今の南丹市の状況、先ほど来、お話もございますように、人口の減少という

状況が発生しておるわけでございます。早急な定住促進を図ることも課題となっておる

わけでございます。このためにも、この施策として、今回の区画内での販売を促進する

ためにも、この定住促進という側面も打ちつけていかなければならないと思っておりま

す。そのためには、例えば、林業振興の観点も踏まえて、地元木材をはじめとする国産

材の利用の促進を図る。また、景気対策としての市内業者の皆様方による施工を促進す

るなど、まさに、そういった意味合いも含めての奨励金制度の構築も含めて、販売促進

につながるような施策を早急に検討してまいりたい。この中で早期に販売をしていかな

ければならないと思っております。森議員さん、ご質問の中でもございましたように、

ほっておいたら借金ばかりが積もるばっかりやというご指摘がございました。私も早急

な解決をしなければ、禍根を残すことになるという意識の中で、今日まで検討委員会の

皆さん方からのご提言を受け、基本方針、そして年次計画に基づきまして、それぞれ努

力をいたしておるところでございます。大変厳しい状況の中ではございますが、あらゆ

る方途を検証する中で、できる限り早期にこの債務の問題を解決するために、引き続き

努力を続けてまいりたい。このように考えておりますので、委員の皆様方をはじめ市民

の皆様方のご理解や、また一層のご協力を賜りますことを、お願いを申し上げまして、

まず土地関係の答弁といたすわけでございます。 

また、高齢者福祉施策の問題です。 

先ほど森議員おっしゃたように、６５歳を超えられてもお元気な方、当然たくさんお

いでになるわけでございますし、今、高齢化比率、９月１日現在で、南丹市において６

５歳以上２９．４％。まもなく全体でも３０％を超えるという状況でございますけれど

も、私自身も、その高齢化比率を基準６５歳に設定するというのは、大変、実は、この

観点からは、疑問に思っております、まさに地域社会において、その活動の中心となっ

ていただいておる皆さん方、多くがこの６５歳以上の方が多いというのが現状でござい

ますので、私もこの高齢化比率の基準というのをすべてのことに適用するということは、

疑問を持っておるわけでございますけれども、ただ、やはり少子高齢化っていうのは、

もう大変急速な形で進行いたしておるのも事実でございます。こういった中で、誰もが

住み慣れた地域で、お元気で、生きがいを持って暮らしていただく。このことがやはり

重要な要素でございますので、生きがい通所事業の実施や、また、社会福祉協議会の皆

様方で実施していただいております地域サロンの支援、また、在宅福祉サービスの充実

等を関係機関の連携を図りながら取り組んでおるところでございますけれども、これか

らもこの地域での支援、こういったことを、また、地域での支え合いということの側面
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を促進する中で、地域での福祉活動を進めていかなければならない。そして、市も、こ

れももちろん、ともに努力をしていく。また、支援をできる体制を構築していく必要が

あると言うふうに考えております。また、お話の中にもございましたように、一人暮ら

しの高齢者の方々の問題、このことにつきましては、国のモデル事業でございます安心

生活創造事業というものもございますので、これに取り組んでまいる所存でございます

し、それぞれ新たなる事業につきましてもニーズに沿った形で取り組む中で、地域での

高齢者福祉の充実を図っていきたいと、このように考えております。また、高齢者の

方々の中で、もう運転ができないんやというふうな交通規則の面からも、今、規制が加

えられてきた現状にございます。こういった中で地域交通、また有償運送等の組み入れ

る中でのこの問題に対処をしていきたい、このように考えておるところでございます。

私自身も、このちょうど９月は、敬老月間でございますけれども、市の制度といたしま

して白寿、９９歳をお迎えになられた方のお祝いに、それぞれのお宅等にお伺いしてお

ります。こういった中で、大変お元気な９９歳の方も多数おいでになります。その方々

の共通したお話を聞いておりますと、お元気な方っていうのは、やはり人としゃべるの

が好きや。それと、外に出たいんやというのをおっしゃる。こういった方が、やっぱり

大変元気でございます。やはり高齢者福祉の一つの原点というのは、私は、外に出られ

る環境、また、よその方と話をされて楽しく心豊かに生きていただける。生き続けてい

ただける。このことが、元気な高齢者の方々の理想像ではないかというふうにも考えて

おります。様々な課題もあるわけでございますけれども、まず、こういった原点を見直

す中で、それぞれの施策の推進に努力をしてまいりたいと思いますので、議員の皆様方

の、また、ご指導や、また、市民の皆様方のご理解、ご協力を賜りますようにお願いを

申し上げまして、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

森議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１４１４１４１４番番番番    森森森森    嘉三君嘉三君嘉三君嘉三君）））） 第２質問をさせていただきます。 

私の聞かないことまでいろいろ答弁をしていただきましてありがとうございました。

私はそのまちづくり財源の１億９，２００万円を、今のこの時期に、そこへ出すのがベ

ターということなのかどうかということを聞きまして、そして、我々、園部町民がそれ

ぐらい大事に思とるお金やということの意味も、もう一つ分かってもらわんような感じ

がいたします。それから、５４年からはじまりました園部町時代から南丹市に至るまで

の話は、私は知っておりましても、産業建設常任委員会で付託されて、これから審議さ

れるということがありますので、お答えはいただきましたけれども、私から聞く気持ち

はなかったわけでございます。それから売り方につきましても、それぐらい良い考えで

売り方を知っておられるのなら、なぜ今日まであの土地が売れなかったのか。あの武士

の商法ちゅうのがありまして、えらそうにしながら楊枝くわえて考えても、なかなか土

地は売れません。やっぱり努力せな売れないと思います。やっぱりこの２０年間ほどで
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どれぐらい努力をされたのか。ほんとに、今、慌てて売らなあかんという、その市長の

答弁が、本当に皆がそう思ているのか。職員ではとってもやないが、そういう気持ちに

は、なかなかその部署として責任が持てないというふうに、私は、感じております。こ

れは、何かもっと専門家の意見を聞いて動いてもらわなかったら駄目だと思います。ま

ず、そういうことで。 

それから敬老の問題、これはもう私に身につまされたことでございますので言います

が、前回６月ですが、議案の中に７０歳は２，１００円の助成金を切るということが出

ました。これは廃案になりましたので、問題はないんですけれども、その最後に続いて、

今後、７５歳に敬老は７５歳にしたいという言葉が私の耳には残っております。ほんで、

まず７０歳から２，１００円の助成金を切るということを聞きました。ただ、９月に私

も敬老会行きますが、今年はそのおかげで楽しんで敬老会に行けることがありました。

本当に来年度から７５歳が敬老と。年寄りになってみないと分からないんですけれども、

７０歳の人は、まだものを考えられますし、活動ができます。７５歳になりますと、頭

で思っても、なかなか皆を誘たり活動したりすることが難しくなりますので、７５歳に

切りますと、敬老会は徐々に薄れていくと思いますが、それについてもお答えがありま

したら、言ってもらったら結構ですし。市長さん、副市長さん、参与さんに聞きました

問題も、いろいろその今現在に至って、言うたことが実現できなかったという思いと、

何でできなかったかというようなことの何か答弁と言いますか、話でもありましたら言

っていただいたら一番嬉しいと思います。 

以上です。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、土地区画の保留地についての購入についての財源

を、まちづくり基金をどうして活用するのかということでございますが、先ほどの答弁

でも申し上げておりますけれども、この区画整理事業自体が、私は、旧園部町のまちづ

くりの基幹事業として位置づけて、実施されてきたものでありまして、また、園部町の

まちづくり、これを全体で考える上で、大変重要な施策であるというふうに認識をいた

しております。こういった中で、これを活用させていただくことは、問題は、当然ない

というふうに認識をいたしておるところでございますし、今日までこのご努力をいただ

いてきたわけでございますけれども、様々な観点の中で、先ほどご指摘のいただきまし

た武士の商法であったということもございますし、それぞれの環境を含め条件、こうい

ったことがなかなか整わなかった中での、売却が進まなかったという観点もございます。

こういったことを、やはり早急に整理をするということが必要であるという観点の中で、

今回このようなことも踏まえて、早急に検討をしていくという思いで取り組んでおると

ころでございますので、ご理解、また、ご協力を賜りたく存ずる次第でございます。 

また、先ほどの敬老事業につきましてのご質問をいただきました。いわゆる老人会活



 - 45 - 

動という観点から、老人会に加入される年代、また、市としての敬老事業、この辺の兼

ね合い、先ほども申しましたように、６５歳という年齢の方で大変元気な方も多ござい

ます。こういった中での７０歳、７５歳という区切りをどうやってつけるのかっていう

のは、大変難しいことだというふうに認識をいたしておるわけでございますけれども、

こういった中での、やはり区切りをつけていく。また、市内全域での調整を行っていく

中での、一つの決定をさしていただいたところでございます。様々なご論議のあること

は十分承知しておるわけでございますけれども、ご理解を賜りたく、お願いをいたす次

第でございます。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 森議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（１４１４１４１４番番番番    森森森森    嘉三君嘉三君嘉三君嘉三君）））） 良く分かりました。例えば今度のことをのんで、買い戻

すということになりますと。市長は、期限を切らなかったら、いつまでたっても解決し

ませんので、いつまでにその土地を処分をして、塩漬けにしない。解決をするという約

束が期限を切ってできますか。それを最後にお伺いいたしまして、私の質問を終わりま

す。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 現時点におきまして、何月何日までにということは、申し上

げることは、できませんが、ただ、今このような決断をさしていただく中で、また、今

日までの土地の市域における、それぞれの土地の整理。このことを早急にできる限り早

急にしなければ、やはり市としての財政というものに、大変大きな影響を与える。こう

いった中で新たなる観点の中で、今回の土地のことにつきましても、早急な処分という

ことを今、申し上げておるわけでございますが、このことの検討も含めて、今議会にお

きましてご可決いただいたあと、早急にその処分をやっていく。それぞれ課題があるわ

けでございますけれども、その目的達成に向かってのことを、早急に進めていく。この

ことによって問題解決を図っていく。このことが私の責任であるというふうに認識して

おります。 

以上、答えになったかどうか分かりませんが、できる限りの努力をいたしますことを

お誓い申し上げまして、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上で、森嘉三議員の質問が終わりました。 

ここで暫時休憩をいたします。再開は午後２時５０分といたします。 

午後午後午後午後２２２２時時時時３７３７３７３７分休憩分休憩分休憩分休憩    

…………………………………………………………………………… 

午後午後午後午後２２２２時時時時５０５０５０５０分再開分再開分再開分再開    

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 休憩をとき、休憩前に引き続いて、会議を続けます。 

  次に、２１番、松尾武治議員の発言を許します。 
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松尾議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） 議席番号２１番、活緑クラブ、松尾武治です。議長の

お許しが出ましたので、財政運営と監理課の契約執行について質問をいたします。 

子ども手当、高速道路の無料化、農業の所得保障など、耳障りの良いことを示し、民

主党が圧勝をしました。政権が変わり、自治体が予算化したものまで回収し、ばらまき

の財源に振り替えられるのでしょうか。何に使われるのか分からない現金支給より、保

育の充実、負担の軽減、無償化こそが少子化に適切な施策と言えます。民主党は、地球

温暖化対策で温暖効果ガスを２０２０年までに１９９０年比２５％削減という中期目標

を政権公約に掲げられております。交通体系が大きく変わる高速道路の無料化は、税の

公平性を欠くばかりではなく、ＣＯ₂の削減に逆行し、地球温暖化対策に逆行するなど多

くの課題が残ります。マイカー利用促進よりも、公共交通機関の促進が地球温暖化防止

につながると考えます。農業の所得保障は、主要農産物と言われ、中山間地が多い南丹

市で特殊な農産物の栽培を進めていることから、所得補償の該当になるのか微妙で、併

せて行われる自由貿易協定の合意による影響で、わが国の農業は壊滅的な打撃を受ける

ことになりますが、新政権の行方に地方は厳しい監視の目を向ける必要があります。去

る５日に健康づくり推進協議会が開催され、健康づくりについて意見が交わされました。

健康づくりの鍵は、保健師が握っていると言われており、地域に密着した保健指導が保

健師の削減に現れている自治体もあります。保健師に多くの雑務を押しつけ、技術を活

かす時間を制約する組織となっておりますが、地域に戻し、きめの細かい保健指導によ

る健康なまちづくりに努めていただきたいと考えております。補正予算が提案されてお

ります。自治体事務は、法律、条例、要綱などの定めにより執行することになります。

感情論で提案された小山東町区画整理組合の救済は、自治体のルールを逸脱し、将来に

禍根を残す結果となります。形式的な契約が存在するなら、契約のすべてが無意味にな

ります。また、本件は、合併協議にも挙がらず、合併後行われた債務保証書の提出でも

理事長の署名はありません。なぜ、町長が理事長を辞めたのか、まちの責任を行った事

業であれば理事長には、市長が就任し、最後まで責任を持つ体制となっていたと思いま

す。しかし、実態は異なっております。当時の債権者が債務の保証をしたと考えられま

す。救済を検討するなら、該当する宅地を活かし、新たな事業計画を作成し、市民に説

明のつく議案を作成した上での再提案が適切で、この議案を議会が議決すると、市長の

責任から議会の責任に移ります。民間の研究所が全国の市を対象に、非裁量要因を考慮

した財政評価のランキングが公表されました。各市が借金に頼らず、税収などで予算編

成できているかどうかを示す基礎的財政収支を計算、地方交付税、地方税、高齢者人口

による影響を除き、平均的な行政運営をした場合の収支予測を試算。実際の決算と比較

することで健全性が評価されるようですが、南丹市は、７７５市の７７１番目となって

います。この公表の評価は様々ですが、トップは船井北桑田合併協議会で視察をしまし

た岐阜県飛騨市です。行政改革と言いながら、市民サービスが停滞する縦割りで細分化
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された組織、経験などを無視した人事異動、旧町園部町がやり残した施策、災害では、

役に立たなかったと言われる一方通行の防災無線、民間で行えるＣＡＴＶなどに奔走し、

子育て福祉医療、地域支援を削減した南丹市と、子育て施策の日本一を目指し、周辺部

に配慮する施策を優先した飛騨市と異なっております。南丹市の財政悪化は、市長の目

線が市民から外れている結果の現れではないでしょうか。市政執行の基本が自治法に示

されております。自治法と照らして執行した内容が適正であったか、なかったかは、法

令のチェック、事例との照合、または、司法にゆだねるのいずれかですが、過去の事例、

業者が提出する内訳書からも一定の判断ができます。全市の設計書があるにもかかわら

ず、担当者が一括発注を検討していたものを、電話一本で分離発注したことで競争性が

阻害され、結果１社入札で高落札率を生みました。昨日の同僚議員の答弁では、１社入

札の合理性を一般論として述べられましたが、入札物件そのものに競争性を阻害する要

素が含まれているものを発注して、応札が１社になったでは、競争性以前の問題です。

一般的な傾向として電気業界は、メーカーが独占するケースが多いことを知らなかった

のか、知っていたのかが疑問ですが、市長の能力でメーカーの寡占を阻止できると言わ

れております。多くの自治体で競争原理を利用して、財政支出を抑制しております。自

らの失政を反省することなく、筋の通らない答弁を続けることこそ、市民感情を無視し

た市政で、反省する勇気こそが新しいまちづくりの盾となります。特定メーカー仕様と

言われたことなど、多くの課題がある一連の契約執行に、天の声が感じられます。美山

エリアでは１社入札の結果、内訳書を精査する中で、適正な入札であったと判断された

ようですが、適正な入札執行を検証する内訳書には、積算の根拠を示す明細書もなく、

ここに持っておりますが、中身が欠落したものです。不備な内訳書でどのように解析さ

れ、適正であったと判断をしたのか、後ほど監査委員さんにもお尋ねをいたします。 

市民の税金がずさんに管理され、基金の枯渇も当然のことと思われます。防災行政無

線施設整備事業の執行を例に、改めて事業効果と契約の透明性、執行性、競争性につい

て伺います。 

自治法第２条第１４項の２、認識を質しましたところ、市長は、法に沿った最大の効

果を最小の経費で執行したと議会で答弁をされております。一方では、改善の必要性も

述べられ、相反する答弁をされております。過去の答弁を見ましても、市長、総務部長

も度々、改善性の必要を述べられ、一方では、防災行政無線整備事業は効率の良い執行

ができたと言われております。改善の必要があるのなら効率の良い執行ができていかな

かったことを示します。答弁に全く整合性がありません。市長は、どのようなところに

問題を感じ、どのように改善をされようとするのか伺います。 

防災無線施設は、災害発生時には役に立たないことが既に実証されておりますが、前

回の答弁では、他のシステムと併用するなど、詭弁とも言われる答弁をされております

が、他の自治体の使用例や、実際に災害にあわれた自治体の先進地事例などを参考に事

業採択されると考えられますが、事業効果をどのように評価されているのか伺います。 
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次に、人員配置と時間外勤務の縮小について伺います。 

２０年度の課別時間外勤務の状況を見ますと、税務課が２，３８６時間、一人当たり

１５９時間となり、国保医療課が１，９０３時間、一人当たり１７３時間となっており

ます。休職中を勘案すると、１９０．３時間となります。人事を司る人事秘書課は、一

人当たりの時間外勤務が７８時間、全職員の平均時間外勤務が６１．５時間となってお

ります。この実態は、職員の能力に問題があるのか、人員配置に問題があるのか、いず

れかが原因すると考えられますが、原因をどのように把握しているのか伺います。 

また、平成１８年８月に組織改正されましたが、その検証評価をどのように分析され

ているのか、また、行財政改革の推進には、的確な組織体制と人員配置による時間外勤

務の縮小に努めることが重要と考えますが、時間外勤務の縮小に向け、どのような取組

を行われているのか、市長の見解を伺います。 

国では、強力な経済対策を補正予算で打ち出しましたが、政権の交代で民主党が政権

をとり、返納など先行きは、不透明になりました。南丹市域の経済は冷え込み、先が見

通せない状況になっております。農林業、建設業をはじめとする中小零細事業の低迷に

より購買力が低下し、地域経済全体が冷え込んでおります。進出企業には手厚い対策も

ありますが、既存企業の対策は、独自の補助金を削減するなど厳しい扱いをしておりま

す。地元企業に対する支援には、地元優先の発注、工事の前倒し、特に放置されている

庁舎の玄関口の道路整備など、緊急経済対策には、様々な手法がありますが、市長の見

解を伺います。既に、平成２０年度の行政監査報告が議会にも提出されたところですが、

自治法１９９条第３項、監査委員は、第１項、または、前項の規定による監査をするに

あたっては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団

体の経営にかかわる事業の管理、または、同項に規定する事務の執行が第２条第１４項

及び第１５項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうか、特に意を用いなければ

ならないと、監査委員の職務が定められております。防災行政無線施設整備事業の契約

は高落札率となっております。特に美山地区においては、入札の不成立で再入札での契

約となり、予定価格を公表する中での１社入札で、高落札率となりました。自治法第２

条１４項には、最少の経費で最大の効果が求められており、市長は、入札の方法に改善

の必要性があると答弁をされておりますが、自治法の趣旨にのっとり、入札が適正に事

務執行されたと考えられるのか、見解を伺います。 

また、契約には公平性、競争性、透明性が求められますが、防災無線の仕様書に特定

メーカー仕様を含むと業界からの指摘もあります。一連の契約は、不透明で、公正な競

争が働いた結果とは、言い難い結果になりました。質疑書で指摘されました特定メーカ

ー仕様について、どのように把握されているのか。八木地区は、自治法を適用し、指名

競争入札が有利と、指名競争入札で執行したものを、美山エリアでは、１社が多い電気

業界にもかかわらず、一般競争入札で施行しました。上位法で判断した入札の方法を下

位の要綱が整備されたもので変更しましたと、説明がありますが、法令上の判断も含め、
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監査委員の見解を伺います。既に２０年度の行政監査報告が議会にも提出されていると

ころですが、改めて監査委員の見解を伺います。 

以上で、質問席の質問を終わります。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 松尾議員の質問に対し、答弁を求めます。 

佐々木市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） それでは、松尾議員のご質問にお答えをいたします。 

防災行政無線施設の整備事業に対しましての入札につきまして、これまでもそれぞれ

ご質問をいただいてきたところでございます。また、細部にわたりまして答弁もさせて

いただいたと、認識をいたしておるところでございますが、ご質問の中でご指摘のいた

だきましたように、私は、それぞれの入札において、最大の効果を最小の経費で行うと

いう、法に沿った形で執行したというふうに認識をいたしておるところでございます。

そういった中で、改善をしていくという言葉でございますけれども、私は、その入札執

行時、そのときどきにおいては、ベストな状況の中で、よりベストの一番いい状況のも

とでの入札方式をとってやっていったというふうに認識をいたしておりますけれども、

そのときどきにおきまして、それぞれの課題も生じてくるわけでございます。そして、

よりベターなものにしていく、このことが改善であるというふうに認識しております。

これからもそれぞれの事業、工事につきまして、特殊性もあるわけでございますので、

十分そういった点も鑑みながら、入札制度の改革にも取り組んでいくと。こういった中

での執行も行っていく。このように認識をする中で、私どもに課せられた競争性、また

公平性、公平性という、この認識の中で十分な対応をしていかなければならない。この

ように認識をいたしておるところでございます。 

次に、人員配置と時間外勤務につきましてのご質問をいただきました。 

議員ご指摘のいただきましたように、時間外勤務につきまして、国保医療課、税務課

等で多いじゃないかというご指摘でございます。ご質問の中で示されたとおりでござい

ます。こういった中で業務の内容につきましては、権限移譲、また、制度改正、とりわ

け税務課におきましては、２１年度の評価替えの事務、また税の共同化に対する事務、

税源移譲に伴う還付事務、また、国保医療課におきましては、後期高齢者の医療制度の

開始、また年金相談等の問い合わせの増加等々あったわけでございますけども、その中

で負担も大きくなっておるのが現状でございます。こういった中で、管理職を中心にい

たしまして、この事務分担の調整を行うなど、効率的、効果的な事務執行に努めておる

ところでございます。組織改正、それぞれ実施した中で、住民サービスの専門性の向上、

また組織の機動力の向上など、内部事務の改善ということを目指して、今、進めておる

ところでございます。今日までの状況等も検証しながら、これからも組織のそれぞれの

あり方について、見直しをしていかなければならないというふうに考えておるところで

ございます。特に時間外勤務というのは、やはり職員の健康の維持という部分でも、大

変大きな要素もございます。こういった中で、ワークライフバランス（生活と仕事の調
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和）という部分もございます。こういった中で、その両面から十分にこのことに配慮し

ながら、時間外勤務の縮減に取り組んでいかなければならない。このように考えておる

ところでございますし、また適正な人事配置、そして、業務の分担調整、また、部署間

での応援体制の強化、こういったことを図る中で、その目的達成を目指して努力をして

いきたいとこのように考えております。また、所属ごとの時間外勤務の実態につきまし

ては、既に、職員に状況を把握をいたしまして、周知をいたしておるところでございま

す。こういった中で、平成１８年度と比べれば、全体的に減少傾向にあるのは、事実で

ございますけれども、これからも職員の時間外勤務の縮小に心がけながら、努力をいた

してまいる所存でございます。 

次に、地域の経済状況につきまして、大変厳しい状況があるわけでございます。こう

いった中で、市の建設事業等の工事発注につきましては、当然、今日まで市内業者の発

注を基本としてまいったところでございます。また、市のホームページにおきましても、

発注状況においては、事業量等の公表をしておるところでございますけれども、２１年

度入札工事発注につきましては、土木工事一式１８件、建築工事８件という状況ですが、

全て市内業者に発注している状況にございます。今、取り組んでおります経済危機対策

臨時交付金事業等を含めた工事発注につきましても、現在、積算、設計等を進めておる

ところでございますが、できる限り早期に、また、計画的に発注、執行をしていきたい

というふうに考えておるところでございます。いずれにいたしましても、この臨時交付

金事業でございます。できるだけ早期に執行できますように努力をいたしてまいります。

何とぞ、ご理解やご協力を賜りますようにお願いを申し上げまして、私からの答弁とい

たします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 続いて、答弁を求めます。 

川西代表監査委員。 

○○○○監査委監査委監査委監査委員員員員（（（（川西川西川西川西    通通通通夫夫夫夫君君君君）））） 皆さんこんにちは。南丹市代表監査委員の川西通夫でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまから松尾議員のご質問に対しまして、答弁をさしていただきます。 

その前に、まず松尾議員はじめ、議員各位には、南丹市の発展と住民福祉の向上にご

尽力いただいておりますことを、心より敬意を表する次第であります。また、今定例議

会に上程されました平成２０年度決算書と併せて、監査意見書の報告をさせていただき

ました。これをご参考のもとに、議会におかれまして十分にご審議賜りますようお願い

申し上げます。私たち監査委員は、市監査規定第２条基本方針に基づきまして、市の財

務事務が正確かつ公平、公正に、そして、適正に行っているかどうかを主な着眼点とし

て、審査、監査を実施していますが、行政の膨大な財務事務、あるいは、事務事業につ

いて限られた時間内での審査を行っていますことをご理解いただきますようお願いいた

します。 

それでは、松尾議員の質問にお答えさせていただきます。 
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防災行政無線設備事業での美山エリアにおける南丹市デジタル防災行政無線施設整備

工事は、平成２０年７月に電子入札として、南丹市のホームページにて公告し、一般競

争入札方式で入札に付されましたが、応札者がなく、１１月に行われました２回目の公

募では、２社の入札応募者があり、平成２０年１１月１３日に電子入札を執行する中、

１社が辞退し、１社による応札が行われたものでございます。その結果、入札額が予定

価格の９９．６７％という高落札率であったため、所管課が入札にかかる内訳書の調査、

並びに談合の疑いかないかとの調査を行い、問題がないことを確認し、落札決定された

ものであります。不調に終わった第１回目の入札経過は、応札がなく、再度、設計内容

を精査したところ、積算漏れの事実が判明したものです。このことが原因で、入札参加

がなかったものです。このことは、設計コンサルタントである社団法人日本農村情報シ

ステム協会の明らかな積算ミスであり、発注者の南丹市についても、積算漏れを関係所

管課で確認できなかったことによるものでした。そのことにより、６，４００万円の補

正予算計上をし、２回目の入札執行を行うことになったわけでございます。第２回目の

入札は、２社の応募で１社が辞退したため、結果的には、１社による入札が行われたも

のです。この１社による入札につきましてですが、電子入札による一般競争入札として

広く広告して、入札希望者を募集した結果であって、一般競争入札に参加された人は、

落札されるまで競争相手が何社であるか知りえないため、他に入札者があるであろうこ

とを予想し、これと競争する意志をもって入札参加するものでありますから、競争性は、

十分に確保されているものと認められます。このようなことから、南丹市のホームペー

ジには、載せておりますんで、入札執行についての競争性は、十分確保され、公平性、

透明性を保たれ、適正に事務執行されたものと認めます。 

今後においては、様々な事象に対処できるよう、特に、建設及び大型電気設備等の特

殊事業での設計書及び仕様書の確認能力など、専門能力のレベルアップが急務でありま

す。また、積算漏れ等の有無についても一定精査できる専門的な職員の養成が望まれる

ものであります。 

以上、監査委員の松尾議員に対する答弁といたします。ありがとうございました。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁が終わりました。 

松尾議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） 本日は、監査委員さんにご足労いただきまして、答弁

をいただきました。 

一応、市長からも答弁をいただいたわけでございますが、私が一番質問しております

内容というものは、いわゆる一般的な事業の発注であれば、いわゆるその発注物件その

ものが、いわゆるどの業者にも公平な物件であり、競争が隔絶できる物件である場合に

限っては、当然、市長がお答えになったことも、監査委員さんがお答えになったことも

私は、妥当だと。これは、第一法規出版の契約のマニュアルにも、そのことは、記載さ

れております。私が質していることは、それ以前の問題であって、発注する物件が、い
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わゆるすべての事業者に対して、公平に競争できる物件であるかどうかということを質

問をしているのです。それで市長の答弁等が絶えず食い違いがあると。市長は、公平、

競争ができる物件であるという認識をされております。しかし、その今回の物件が９９

点という、かなり高落札になるような厳しい、まあ言うたら物件であったということか

ら判断すると、その仕様書の中に特定メーカー仕様である指摘があります。それと、そ

の回答をされている回答は、限定をしないというような改定をしている部分が、いちい

ち皆読み上げたらいいんですが、時間がないので言いませんが、あります。そのことに

ついて、そのいわゆる予定価格と落札率の差額で、それがクリアできる範囲であるのか、

否かということを検証されたのかどうかということです。その検証をしてはじめて、公

平に競争ができる物件を発注したということになりますが、そのことが市長から全く答

弁がございません。それは、先ほどのこともありますが、市長がそこまで細かいことを

掌握してることは、到底あり得ないことですので、これは原課が答えることです。私は、

あえて市長には問いませんが、そのことについては、原課からその差は、どうだと。公

平性のあったと判断したとこは、どこにあるんだということを答えていただきたい。 

それと、入札結果が適正であったと判断したのは、これは監査委員さんもお話があっ

たと思いますが、私も内訳書は、ここに持っております。中身を設計書と中身を検証す

ると全くでたらめです。全部の項目もすべてあがっておりません。これはあえて総務部

長が私に、情報公開で出した資料から抜いて出したのなら分かりませんが、この資料が

１００％内訳書として業者が提出しているもので判断したとなると、こんなでたらめな

内訳書は、全くありません。項目がすべて揃っておりません。だから私は、監査委員さ

んに今日来ていただいて、監査委員さんの仕事というのはこの案件が、例えば、談合と

か、汚職とかいう事件が発覚して、はじめて監査委員さんがその案件を詳しく調査する

のか。事件がないとして、発覚しなくとも適正に市の税金が使われているのかどうか。

こういう高落札率の場合は、やはり監査委員さんとしては、もう少し内容を、これくら

い議会で厳しく追及しているんだから、やはり精査する必要があります。これは、住民

監査請求があってはじめて動くものじゃありません。すべて私は、これは、内訳書をす

べて検証してもう一度精査していただきたいなと。そういうふうに思います。こんな内

訳書を見て、どこを判断して、適正に執行できたと判断されたのか、まず、総務部長か

らお答えいただきたいと思います。 

それと、残業の件です。 

これについては、確かに税務課も国保医療課も国の法律の改正で、かなり事務量が増

えております。しかし、後期医療制度の問題につきましては、スタート時期も早くから

分かっておりましたことであるし、ただ、私は、ここで聞いておきたいのは、南丹市の

国保医療課は、いわゆる国が示しております交付税措置の、いわゆる示している仕事内

容の、いわゆる到達度についても、十分な到達ができてないいう状況にあります。これ

は、私は、原課の仕事は、これだけ残業しながらやっているんだから大変だなというふ
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うに思いますが、そういったことがやはり十分な仕事ができる。これは市民にとって大

切なことですが、その十分な仕事ができる適正な配置をしているのかどうかということ

で、いわゆる一般論的に私は聞いてるわけではございませんので、国保医療課の仕事が、

いわゆる国が指示を示している基準に達していないということを、京都府が判断したと

いうことから、今回、何が原因するんだろうなあということを調べてみますと、これだ

けの残業を医療課はしていると。そこが原因だなと。それはね、人事秘書課は、先ほど

も言いましたが、半分も残業ありません。誰でも早く帰って家庭もありますし、安らい

で明くる日の仕事をしたいというふうに思うのは、当たり前です。それができないよう

な残業を強いているというのは、やはり人事の問題に何かあったのではないか。いわゆ

る組織体制に何か問題があったんじゃないかと、そのことを質しておりますので、もう

少し総論的な答弁じゃなくって、問題を指摘している部分について、やはり市長の的確

な答弁を求めたいと思います。 

これぐらいにしときます。答弁お願いします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 私からは、時間外勤務の件につきましてご答弁をさしていた

だきます。 

議員ご指摘いただきましたように、特に国保医療課、大変多くの事務量もございます。

こういった中で職員の皆さん方、まさに長時間の残業ということもこなしながら、対応

していただいておるということに対しましても、感謝いたしておるところでございます

けれども。先ほども答弁でも申しましたように、やはり内部での事務事業につきまして、

十分に管理職を中心にいたしまして意思疎通を図る。また、事務分担の調整を行うなど、

こういうことをさらに強めていかなければなない。このように認識いたしておるわけで

ございます。京都府の調査というのは、どのような形で残っておるか。このことにつき

ましては、私は、承知いたしておりませんけれども、課題のあることは、十分認識をい

たしております。こういった中で国保医療課をはじめ、これから、それぞれの制度の変

更、また、事務事業の地方への移管というふうなことも生じるわけでございますので、

この辺も十分に配慮しながら、努力をしていかなければならないと認識をいたしており

ますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ、答弁といたします。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 松田総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（松田松田松田松田    清孝清孝清孝清孝君君君君）））） それでは、私ご指名でございますので、答弁のほうさして

いただきたいというふうに存じます。 

平成２０年４月以降でありますけれども、一般競争入札の実施に併せまして、工事予

定価格の事前公表を実施いたしました。そうしたことによりまして、同時に入札におい

て有効な内訳書の提出を入札の条件としたところでございます。そうした中で、今回、

美山エリアでの防災行政無線でありますけれども、また、内訳書の関係につきましては、
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本工事のみの提出ということをいたしておるところでございます。そういった中で、本

市の示しております設計書と業者の内訳書を項目ごとに比較をいたしまして、そこで点

検をいたし、有効であると判断いたしたところでございます。 

以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 松尾議員。 

○○○○議員議員議員議員（（（（２１２１２１２１番番番番    松尾松尾松尾松尾    武治君武治君武治君武治君）））） 情報公開で請求しました内訳書は、事実でないものを

公開したということになるんですか。私が持っている内訳書は全部揃っておりません。

項目ごとのすべての項目にあって、揃っておりません。だから情報公開で市民が請求し

たものを正確に出せないなら、出せない理由を付けて回答するのが情報公開の条例で定

められております。それも無視をしてあえて出さないということは、その項目が適切で

なかったという判断で抜いたというふうに私は、判断せざるを得ません。それと、いわ

ゆる先ほどから私が聞いているのは、今回の物件、八木の物件について、いわゆる質疑

書が業者から提出されております。その質疑書に特定メーカー仕様ではないかという指

摘が数多くあります。その中の多くは、限定するものではないということが示されてお

ります。この電気業界の今の実情は、いわゆる営業で市町村にメーカーの営業が行きま

して、わが社の仕様は良いですよと。使い勝手がいいですよということで、メーカーが

営業に来ます。本来、自治体の能力があるところは、そういった営業あっても、ごく単

純な総務省が示す簡単な仕様書で事業の発注を行っております。今まで低落札率で競争

性を働かせた市町村の仕様書を総務部長が見られたことがあるかどうか、分かりません

が、私は取り寄せてかなりの仕様書を持っております。落札率の低いところの仕様書は、

ごく総務省が示す基本的な仕様書となっております。南丹市の仕様書は、克明に特定メ

ーカーの仕様と思われることが分かる仕様書で発注をしております。そこのところの私

は、以前から答弁しておれば、その特定メーカの仕様は、十分に競争が可能な範囲だと

いう答弁を今までからされております。しかし、今回の八木町の落札率を見ますと、わ

ずか端数を切っただけです。それぐらい厳しい物件だったというふうに、私は認識、あ

る意味良心的に認識をするということですが、しておりますが、そのような厳しい状況

の中で、それだけの仕様が違うという中で来ておりますのに、そこで正当な競争が働い

たと市長は、悠々と述べられておりますが、何を根拠に市長は、その公正な競争が働く

物件であったと言う判断をされたのか、その具体的なことを示してお答えいただきたい

と思いますが、おそらく市長は、そのことは、掌握されてないというふうに思います。

それについては、市長に本来は、お答いただきたいのですが、担当部長のほうからお答

えいただきまして、あと市長が、それに対してコメントいただいたらいいかというふう

に思います。 

それと、超勤の件ですが、国保医療課の激務というほどの超勤で、いわゆる京都府が

判定した基準は、市長は、分からないという話でした。しかし、京都府、いわゆる国が

示している判定基準をクリアすると、交付金が国から来ます。それは、市長もご存じだ
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と思います。１８年度は、約５，０００万円ほど交付されております。しかし、その激

務により、その国なり、府が示す業務が十分できてなかったというふうに私は、認識し

てるんですが、そのことによりまして、その交付金が下りなくなっております。これね、

南丹市の財政で５，０００万円いうたら大きいですよ。やはりね、国保は国の制度で、

ほとんど動くシステムになっておりますので、国の示す目標値の業務ができる、やはり

組織づくりというか、職員の配置をするなり、専門職ですので、一度に課長以下、課長

以下ずぼっと替えるような強硬な人事をしたりとか、そのような結果が、そういう示す

結果ができなかったというふうに私は、判断しておりますので、そのことについては、

改めて答弁いただきたいと思います。 

以上。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 答弁を求めます。 

市長。 

○○○○市長市長市長市長（（（（佐佐佐佐々々々々木木木木    稔納君稔納君稔納君稔納君）））） 国保医療に対する、いわゆる丸特と言われる、いわゆる補助

金でございますけれども、これにつきましては、国保運営の総合的な観点の中で評価を

受けまして、それを達成すれば受けられるというふうに認識をいたしております。職員

の皆さん方は、それぞれご努力をいただいておる。また、収納率につきましてもご努力

をいただいておるんですが、様々な観点において達成ができないということで、評価が

低かったというふうなのも事実であろうというふうに考えております。当然、この国保

医療事務の適正化を図る中で、また、この制度の円滑な運営を進める中で、より良き国

保会計を築かなければならないということも、私どもの責務でございます。ただいまご

指摘を受けましたことも含めまして、この点につきましては、十分反省をしながら、今

後、努力をしていかなければならないと認識をいたしておるところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○○○○議議議議長長長長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 松田総務部長。 

○○○○総務部長総務部長総務部長総務部長（（（（松田松田松田松田    清孝君清孝君清孝君清孝君）））） １点目の関係で、情報公開の関係について、内訳書をすべ

て出していないんではないかということでございます。 

この関係につきましては、内訳書の関係については、すべてを公開をさしていただい

ておるということで、よろしくお願いをいたします。 

また、八木での入札に対する競争性の話がございました。 

この関係につきましては、八木のときについては、まだ、一般競争入札、また、予定

価格の公表はいたしておりません。９社を指名いたしまして辞退が５社ございまして、

４社の入札ということで、それの最低の落札者に落札がされたということでございます

ので、以上、答弁とさしていただきます。 

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治君繁治君繁治君繁治君）））） 以上をもって、松尾議員の質問を終わります。 

   

○○○○議長議長議長議長（（（（吉田吉田吉田吉田    繁治繁治繁治繁治君君君君）））） 本日は、この程度といたします。 
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明日、９月１０日午前１０時より再開して、一般質問を継続いたします。 

本日は、これにて散会をいたします。 

ご苦労さんでした。 

 

午後午後午後午後３３３３時時時時３７３７３７３７分散会分散会分散会分散会    

  


